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決算特別委員長 嶋 幸一

１ 日 時

平成３０年１０月３日（水） 午前１０時０１分から

午後１５時３４分まで

２ 場 所

本会議場

３ 出席した委員の氏名

嶋幸一、鴛海豊、麻生栄作、吉冨英三郎、三浦正臣、土居昌弘、油布勝秀、

末宗秀雄、近藤和義、阿部英仁、二ノ宮健治、守永信幸、原田孝司、玉田輝義、

平岩純子、久原和弘、吉岡美智子、桑原宏史

４ 欠席した委員の氏名

衞藤明和、御手洗吉生、荒金信生

５ 出席した委員外議員の氏名

なし

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

総務部長 和田雅晴、生活環境部長 山本章子、人事委員会事務局長 下郡政治、

警察本部長 石川泰三 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

第１０３号議案平成２９年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について及び第１

０４号議案平成２９年度大分県公債管理特別会計歳入歳出決算の認定について審査を

行った。

詳細については、別紙「会議の概要及び結果」のとおり。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記



議事課委員会班 副主幹 長友玉美

議事課委員会班 課長補佐（総括） 工藤ひとみ

議事課議事調整班 課長補佐（総括） 佐藤晋一

議事課議事調整班 副主幹 長尾真也



決算特別委員会次第

日時：平成３０年１０月３日（水）１０：００～

場所：本会議場

１ 開 会

２ 部局別決算審査

（１）総務部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

（２）生活環境部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

（３）警察本部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

（４）人事委員会事務局

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

３ その他

４ 閉 会



- 1 -

別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、本日の委員会を開き嶋委員長

ます。

この際、付託された議案を一括議題とし、こ

れより審査に入ります。

本日は、総務部、生活環境部、警察本部及び

人事委員会事務局の部局別審査を行います。

これより、総務部関係の審査に入ります。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、総務部長及び関係課・室・所長の

説明を求めます。

それではまず始めに、平成２９和田総務部長

年度一般会計及び特別会計決算事業別説明書の

１ページをお開きください。

平成２９年度一般会計及び特別会計歳出決算

のうち、総務部関係について御説明します。

一般会計の歳出決算額は、上段の表の一番下

の歳出合計欄の左から３列目の１，６０２億２，

５８５万６，８５９円、公債管理特別会計の歳

出決算額は、その下の１，３３３億１６９万１，

０５９円となっています。

決算内容の詳細については、後ほど担当課室

所長から説明します。

次に、平成２８年度決算特別委員会審査報告

書に対する措置状況報告書について御説明しま

す。

１ページをお開きください。まず、財政運営

の健全化についてです。

財政運営にあたっては、中長期的な視点に立

ち、安定した財政基盤を構築することを基本に

進めており、平成２７年１０月に策定した大分

県行財政改革アクションプランにおいて、平成

３１年度末の財政調整用基金残高３２４億円の

確保と県債残高総額１兆３００億円までへの抑

制を目標に、取組を強化しているところです。

平成２９年度は、度重なる大規模豪雨災害か

らの復旧・復興に向け、補正予算において財政

調整用基金を約２７億円取り崩して対応したこ

となどから、基金残高は３６８億円となり、ア

クションプランの年度末目標に比べ２２億円下

回りました。一方、県債残高は１兆３００億円

と４年連続で減少し、臨時財政対策債を除く実

質的な残高も１６年連続で減少を達成していま

す。

こうした中、本年６月に示された骨太の方針

においては、２０２５年度の国・地方を合わせ

たプライマリーバランスの黒字化を目指すとと

もに、２０１９年度から２０２１年度を社会保

障改革を軸とする基盤強化期間と位置付け、経

済成長と財政を持続可能にするための基盤固め

を行うこととされています。また、地方の一般

財源総額について、基盤強化期間中は、２０１

８年度地方財政計画の水準を下回らないよう実

質的に同水準を確保することが明記されていま

す。国においては、この骨太の方針を踏まえ、

全ての個別歳出項目について聖域なく見直しを

行うこととされていることから、今後地方に対

し歳出削減圧力が高まるなど本県財政への影響

が懸念されるところです。

災害時の迅速かつ機動的な対応への備えとと

もに、今後の国の動向にも柔軟に対応していく

ため、アクションプランに基づき、一層の行財

政改革による財政健全化を図り、この取組を通

じてプラン２０１５の推進に向けた積極的な政

策展開が行えるよう、適切な財政運営に努めて

まいります。

次に、２ページを御覧ください。収入未済額

の解消についてです。

県税の収入未済額については、より一層の徴

収強化に努めた結果、前年度に比べ２億１，８

７４万円余減少しました。

このうち、収入未済額の約６割を占める個人

県民税については、互いに連携して滞納処分等

を実施している市町村に対し、県徴収職員の派

遣を通じて徴収技術の向上を図るなどの徴収強

化に取り組んだ結果、収入未済額は前年度に比
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べ１億６，５３２万円余減少しました。

自動車税については、休日や夜間など滞納者

の生活実態に即した滞納整理を行うとともに、

１２月の徴収強化月間を中心に厳正な滞納処分

を行い、収入未済額は前年度に比べ３，７４５

万円余減少したところです。

今後も、徴収技術向上のための研修会を通じ

て人材育成を図るとともに、県徴収職員の市町

村への派遣、クレジットカード納税や口座振替

など納税手段の多様化の推進等により、さらな

る収入未済額の圧縮に取り組んでまいります。

また、税外未収債権の縮減については、未収

債権の関係課へのヒアリング等を通じて、債権

管理マニュアルに基づく職員の取組の徹底や弁

護士法人など、外部による債権回収を進めまし

た。

その結果、２９年度の税外未収債権は前年度

に比べ９，０８６万円余減少しています。

今後も引き続き、外部委託の手法も活用する

とともに、債務者や連帯保証人の行方不明や破

産等により、回収不能が明らかになった事案に

おいては、権利放棄の手続による不納欠損処理

など、取り得る手法の検討を行いながら、適正

な債権管理を徹底し、税外未収債権の縮減に取

り組んでまいります。

続いて、平成２９年度における主要な施策の

成果について御説明します。

５ページをお開きください。まず始めに県有

財産総合経営推進事業です。

１の現状・課題、目的ですが、この事業は、

歳入確保策の一環として県有財産総合経営計画

に基づき、未利用財産の売却や貸付けなど、県

有財産の有効活用を推進することにより、歳入

の確保を図るものです。

２の事業内容ですが、未利用財産の計画的な

処分に向け、測量、不動産鑑定といった準備や

入札実施の広告等を行うことにより、売却や貸

付けを進めました。

３の事業の成果ですが、未利用財産の売却等

による収入額は２８年度から２９年度までの累

計額の目標１０億６，９００万円に対し、実績

は１５億６，４００万円で、達成率は１４６．

３％となっています。これは、予定より早く大

型物件が売却できたこと等によるものです。

４の今後の課題と方向性等ですが、継続・見

直しとしています。複数回入札を試みても応札

のない物件や、閉校となった学校用地など大型

物件の処分が課題であるため、効果的な広報に

取り組むとともに、市町村等との連携強化、利

活用の先進事例の調査・研究等を実施すること

により、未利用財産の有効活用を推進してまい

ります。

次に、６ページをお開きください。政策県庁

を担う人材育成推進事業です。

１の現状・課題、目的ですが、この事業は、

政策県庁を担う人材を育成するため、自治人材

育成センターにおける研修メニューの充実や、

女性職員のキャリア形成などを支援するもので

す。

２の事業内容ですが、①の女性職員のキャリ

ア形成支援では、女性職員交流セミナーの開催

や育休職員に託児サービス付きの研修受講機会

を提供しています。②の地方創生実現のための

人材育成では、地域が真に求める政策を県職員

と市町村職員が合同で自主的に研究する地域政

策スクールの実施や若手職員の自主研究グルー

プの設立支援を行いました。また、各部局が定

める部局別人材育成計画に沿って実施される部

局別専門・技術研修において、ＩＣＴや高性能

機械など革新的技術を導入したスマート農業を

推進するための先進地視察など５件のテーマを

地方創生枠として採択するなど、地方創生に資

する研修を実施しました。

３の事業の成果ですが、研修生の受講満足度

９０％の目標値に対し、実績は、８９．９％と、

目標をほぼ達成したところです。

４の今後の課題と方向性等ですが、継続・見

直しとしています。年々増加する若手職員や女

性職員の人材育成に向け、若手職員の意欲を生

かした自主研究グループの活動促進や、女性特

有のライフイベントを見据えた、早い段階から

のキャリア形成支援を進めるなど、事業内容の

充実を図り、政策県庁を担う人材の育成を推進

してまいります。
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次に、７ページを御覧ください。県・市町村

「創生人材」育成事業です。

１の現状・課題、目的ですが、この事業は、

地方創生に資する自治体職員を育成するため、

先進性・専門性の向上や幅広いネットワーク構

築につながる機会を提供するとともに、市町村

職員と県職員が共同で政策研究を行う実務研修

制度の充実に取り組むものです。

２の事業内容ですが、２９年度は、意欲ある

自治体職員の発掘・育成・ネットワーク化を図

るため、県及び市町村職員の自主活動グループ

に対する支援や、創生人材交流・学習会や地域

づくり交流塾を開催するとともに、市町村職員

実務研修制度の充実を図りました。

３の事業の成果ですが、研修等参加者の満足

度平均の目標値８０点に対し、実績は９３点と

目標を達成したところです。

４の今後の課題と方向性等ですが、継続・見

直しとしています。意欲ある職員のさらなる発

掘・育成、ネットワーク化を図るため、県及び

市町村職員の自主活動グループに対する支援や、

政策研究合宿の創設による市町村職員実務研修

制度の充実及び自治人材育成センターによる研

修を通じた人材育成を推進してまいります。

続いて、平成２９年度に実施された行政監査

及び包括外部監査の結果について御説明します。

平成２９年度行政監査・包括外部監査の結果

の概要の１ページをお開きください。

まず、行政監査についてですが、平成２９年

度は、公用車の管理、使用状況及び交通安全対

策についてをテーマに監査が行われ、総務部に

関しては、改善事項として４項目の指摘を受け

ました。

３ページをお開きください。

改善事項の一つとして、項目欄の一番上、１

（２）イの定期点検の監査結果等の欄の上段に

ありますように、一部又は全部の車両の定期点

検を実施していなかったとの御指摘を受けまし

た。指摘を受けた機関については、平成２９年

度以降、定期点検の実施を徹底したところです。

そのほか改善事項として、公用車の運行状況

の月次報告漏れ、備品管理システムへの車両情

報及び運行状況の記録漏れ、自家用車使用の登

録事項の確認不十分について、振興局や県税事

務所で御指摘を受けましたが、いずれも監査後

速やかに適正な措置を講じています。

次に、包括外部監査の結果について御説明し

ます。

７ページをお開きください。

平成２９年度は地場産業振興施策に係る事務

の執行及び事業の管理についてをテーマに監査

が行われ、総務部に関しては事務事業評価の取

扱いについて１０件の意見をいただきました。

その主なものについて御説明します。

２０ページをお開きください。

まず、意見５と意見６については、評価対象

事業の拡大に対する御意見です。現在、事務事

業評価は安心・活力・発展プラン２０１５に掲

げる施策の実現に向けて実施する主要事業に限

定して評価しているところですが、今回の包括

外部監査の意見５と意見６を踏まえ、今後は、

事務事業評価の結果を予算編成等にも的確に反

映させていくことを念頭に、政策的な事業の全

てを評価対象とするよう準備を進めているとこ

ろです。

残る意見７から意見１４については、今後の

事務事業評価の取扱いに対して、公表の在り方

や指標の捉え方などについて御意見をいただい

たものですが、これらについても、評価対象事

業の拡大とあわせて検討しているところです。

今後とも、事務事業評価を通じて、県民に対

する説明責任や行政サービスの質の向上に努め

てまいりたいと考えています。

知事室分の決算内容について御山田知事室長

説明します。

決算事業別説明書の３ページをお開きくださ

い。第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にありますとおり１億６，２１７万８，

５１０円となっています。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、給

与費が１億３，４５１万５，７０４円となって

いますが、知事、副知事及び知事室職員１３人

分の給与費です。

その下、秘書事務費２，２６４万４，５０８



- 4 -

円となっていますが、知事、副知事の用務及び

秘書用務に係る旅費等の経費です。

その下、表彰事務費５０１万８，２９８円と

なっていますが、１１月３日の文化の日に行う

功労者表彰や県賞詞等、受賞者への記念品代等

の経費です。

まず始めに、総務部関係の中村行政企画課長

歳入決算額の予算に対する増減額や歳出の不用

額など四つの項目について、一括して御説明し

ます。

決算附属調書の１ページをお開きください。

最初に、歳入決算額の予算に対する増減額に

ついて、主なものを御説明します。

まず、増収となったものについてです。表の

左端の科目欄の一番上、県税のうち県民税・個

人が９９５万４５３円、中ほどの事業税・法人

が１,８６６万３，７６７円の増となっていま

すが、いずれも徴収率が見込みを上回ったこと

によるものです。

次に、１０ページをお開きください。

減収となったものについてです。金額欄の一

番上、県有施設整備基金繰入金が５８７万１，

４８０円の減となっていますが、事業費が見込

みを下回ったことによるものです。

次に、１３ページを御覧ください。

科目欄の県債のうち農林水産業債が１６億９，

８００万円、その二つ下、土木債が３６億７，

８００万円のそれぞれ減となっていますが、事

業費の減や、事業を３０年度に繰り越したため、

２９年度に県債の発行を行わなかったことによ

るものです。

次に、１５ページを御覧ください。

不用額について主なものを御説明します。

左から２列目の金額欄の上から６番目、総務

管理費の文書費が７５３万１，６０２円となっ

ていますが、これは文書収発・浄書集中管理費

の文書発送経費や法制事務費の県報ＰＤＦ作成

委託料等が見込みを下回ったことによるもので

す。

その三つ下の県庁舎別館及振興局費が８１４

万５，３５９円となっていますが、そのうち総

務部関係分は７４７万８，９３９円となります。

これは、振興局運営費の需用費等が見込みを

下回ったこと及び経費の節減によるものです。

また、金額欄の下から５番目の賦課徴収費３,

０１１万７６８円については、法人二税等の還

付金の実績が見込額を下回ったこと及び経費の

節減によるものです。

次に、２２ページを御覧ください。

金額欄の下から２番目、公債費の公債諸費の

１，５３３万９，５８２円については、県債の

証券による発行額が見込みを下回ったことに伴

い、手数料に不用が生じたものなどです。

次に、２３ページを御覧ください。

収入未済額についてです。左端の科目欄の一

番上、県税が１５億９，７３２万７，６３２円

の収入未済となっています。

収入未済額の主な税目については、科目欄の

上から３番目、県民税・個人の９億６，５７６

万６，１３２円や、その四つ下の事業税・法人

１億２，０６４万５，０７８円であり、特に法

人税は主に税務調査による修正申告や更正処分

に伴うもので、課税の際、既に倒産や資金繰り

の悪化などにより、納付が滞っているものです。

また、科目欄の中ほどの自動車税９，８０５

万７，８３５円については、生活状況が厳しく

納付が困難な納税者がいることなどが主な要因

です。

その下の産業廃棄物税３億９万９，４３３円

については、税務調査により更正処分を行った

特別徴収義務者の納入が滞っているものなどで

す。

次に、２９ページをお開きください。

不納欠損額についてです。左端の科目欄の一

番上、県税が１億１，９３０万４，４５０円と

なっています。

不能欠損額の主な税目についてですが、上か

ら３番目の県民税・個人が９，２３０万１，５

５６円と最も大きく、次いで、３１ページの科

目欄の中ほど、自動車税が１，７０３万１，４

１２円となっています。

不納欠損処分の理由としては、倒産や行方不

明などにより滞納処分の執行を停止して３年が

経過したことや、時効が完成したことなどによ
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るものです。

続いて、行政企画課関係の歳出決算の状況に

ついて御説明します。

一般会計及び特別会計決算事業別説明書の４

ページをお開きください。

第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり２億８，２３１万７，９

２３円となっています。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、給

与費が２億２，９７４万３，２０４円となって

いますが、行政企画課及び県有財産経営室職員

３２人分の給与費です。

また、上から３番目の外部監査費１，２３１

万８千円は、包括外部監査の実施に要した経費

です。

次に、５ページを御覧ください。

中ほどの第２項第１目企画総務費の決算額は

１，０５９万５，３９１円となっています。

主な内訳としては、事業説明欄の上から３行

目、全国知事会負担金８５９万３千円などのほ

か、九州地方知事会の連絡調整等に要した経費

です。

県有財産経営室分につ河野県有財産経営室長

いて御説明します。

４ページを御覧ください。第２款第１項第７

目財産管理費の決算額は、表の右上にあるとお

り４億２，３３９万６１９円となっています。

５ページを御覧ください。主な内訳としては、

事業説明欄の上から２番目民間活力導入職員宿

舎整備事業費７，２３３万７，０９２円は、危

機管理体制強化に向け実施している民間活力を

導入した職員宿舎移転の準備に要した経費です。

その二つ下、県有財産維持管理費２億９，３

２６万７，５８３円は、職員宿舎の管理等、県

有財産の総括的管理に要した経費です。

県政情報課分について御説石松県政情報課長

明します。

６ページをお開き願います。第２款第１項第

１目一般管理費ですが、決算額は２億２１８万

６，９９６円となっています。

これは、県政情報課法務室及び公文書館職員

２８人分の給与費です。

次に、第４目文書費ですが、決算額は１億４，

４６６万９，３９８円となっています。

主な内訳として、まず、文書収発・浄書集中

管理費６，６７３万５，１８０円ですが、これ

は公文書の収受、発送、浄書に要した経費です。

次の法制事務費２，６８９万８，２３３円で

すが、これは条例・規則の制定・改廃、大分県

報の発行等に要した経費です。

７ページの上から３番目の公文書館運営費３，

２７５万５，９９３円ですが、これは公文書館

における歴史的公文書の収集･管理等に要した

経費です。

人事課分について御説明します。後藤人事課長

８ページをお開きください。第２款第１項第

１目一般管理費の決算額は、表の右上にあると

おり４６億９５万７，６２４円となっています。

主なものは、時間外勤務手当と退職手当で、

どちらも知事部局等の職員分を人事課で一括計

上しています。

その下、第２目人事管理費の決算額は１億８，

８９６万６，６１０円となっています。

主な内訳としては、事業説明欄の上から２番

目、人事事務費が１億３，５６６万３，５３９

円となっていますが、人事給与に関する事務や、

損害賠償請求に関する和解に要した経費です。

事業説明欄の一番下、職員研修費４，８２３

万６，６７５円については、職員の能力・意欲

向上を図るための各種研修に要した経費で、研

修を実施している公益財団法人大分県自治人材

育成センターに対する負担金等です。

次に、９ページを御覧ください。第３目職員

厚生費の決算額は１億３，８６４万８，９６２

円となっています。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、健

康管理事業費８，１９４万１，７１８円は、職

員の定期健康診断等に要した経費です。

その下、安全衛生管理事業費２，６９１万８，

３０６円は、労働安全衛生法や大分県職員安全

衛生管理規程に基づき、職場における安全衛生

活動等に要した経費で、主なものは産業医及び

非常勤保健師の報酬等です。

その下、福利厚生事業費１，４８０万３，９
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５９円は、独単身者住宅の管理業務委託料及び

地方職員共済組合に対する負担金等です。

次の１０ページをお開きください。第９目恩

給及退職年金費の決算額は１，５９８万６，８

９４円となっています。

これは、昭和３７年の共済制度発足以前に退

職した方やその遺族に対し、年金に当たる恩給

を支給したものです。

その下、第１０目諸費の決算額２，０７０万

５，３５１円は、職員住宅の維持管理に要した

経費です。

財政課分について御説明します。佐藤財政課長

１１ページを御覧ください。第２款第１項第

１目一般管理費の決算額は、表の右上にあると

おり２億１，３８４万１，６３９円となってい

ます。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、給

与費１億８，７５５万５，２５７円で、これは

財政課職員２４人分の給与費です。

その下、第５目財政管理費の決算額は５，４

８５万８，７１５円となっています。

内訳としては、まず予算編成、財政実態調査

及び財政報告経費が１，６４１万７，２５１円

となっています。これは、予算編成システムの

管理等委託料など予算編成や各種財政調査に要

した経費です。

次に、１２ページをお開きください。

事業説明欄の一番上、新公会計システム開発

事業費１，２７１万２，４６４円については、

全国統一の新たな基準に基づく財務書類作成に

向けたシステム開発に要した経費です。

その下、諸費ですが、これは平成２５年度に

一般財団法人となった県職員互助会及び警察職

員互助会から、残余財産である職員貸付金の返

還分の年度別計画による寄附を受け入れて県有

施設整備基金へ積み立てたものです。

その下、第２項第２目企画調査費の決算額は

１６８万９６円となっています。これはおおい

た元気創出基金に運用利息を積み立てたもので

す。

続いて、第１２款第１項第１目元金です。決

算額８０４億８，６５９万４，１９２円と、次

の１３ページの第２目利子、決算額８９億４，

３３８万４８８円については、県債の償還に必

要な元金及び利子を公債管理特別会計へ繰り出

すほか、１２ページの元金について、市場公募

債の満期一括償還に備え減債基金へ積み立てる

ものです。

１３ページの第３目公債諸費の決算額は１億

８，６６１万３，４１８円となっています。こ

れは市場公募債などの発行時に金融機関に支払

う手数料などです。

次に、１４ページをお開きください。第１３

款第１項第１目積立金の決算額は２７億６，７

４６万１，３２５円となっています。

これは財政課所管の四つの基金に運用利息の

積立てを行ったほか、２８年度決算剰余金の一

部を条例に基づき財政調整基金及び減債基金に

積み立てるとともに、２９年度最終専決補正予

算で、今後の県有施設の計画的な保全等に備え、

県有施設整備基金に積立てを行ったものなどで

す。

その下、第１４款第１項第１目予備費です。

予備費充当額は、事業説明欄の右端にあると

おり１億１，９７８万１，４８６円で、個別の

充当額については、各部事業課において本冊子

に掲載しています。

次に、１５ページを御覧ください。公債管理

特別会計についてです。

この特別会計は、借換債の発行額が年々増加

していく中で、一般会計の実質的な予算規模を

把握するとともに、公債費の経理を明確化する

ことを目的として、平成１７年度に設置したも

のです。

この特別会計の２９年度決算のうち財政課分

ですが、まず、第１款第１項第１目元金は決算

額１，２４３億３，４５９万４，１９２円で、

その下、第２目利子は決算額８９億４，３３８

万３００円です。

元金の事業説明欄の上から２番目元金（借換

債分）４６４億８，８００万円は、２９年度に

借換えを行ったもので、その他は、一般会計か

らの繰入金を財源として県債の元金償還と利子

の支払を行ったものです。
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一番下、第３目公債諸費の決算額は２，３７

１万６，５６７円となっています。これは借換

債の証券発行に係る手数料や償還時の利払手数

料などです。

税務課分について御説明します。吉冨税務課長

１６ページをお開きください。第２款第３項

第１目税務総務費の決算額は１３億８，７６２

万９,２２８円となっています。

これは県税の賦課徴収に従事している税務職

員１９３人分の給与費が主なものです。

その下、第２目賦課徴収費の決算額は３８億

１，８１７万７，２３２円となっています。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、県

税事務運営費１５億８，２６６万８，３３２円

となっていますが、法人二税等の還付金である

償還金利子及び割引料が主なものです。

その下、県税徴収事務費２０億４，３０６万

３，４３７円となっていますが、主なものは個

人県民税を徴収した市町村に対し、規定額を交

付する県民税徴収取扱費です。

次に、１８ページをお開きください。第１３

款第２項第１目地方消費税清算金の決算額は２

９１億９，５０１万７，６５８円となっていま

す。

これは本県に納入された地方消費税を、配分

割合に応じて、他の都道府県へ支出するもので

す。

次に、２０ページをお開きください。第６項

第１目地方消費税交付金の決算額は２１４億４，

４８８万３千円となっています。

これは清算後の地方消費税相当額の２分の１

を、県内の市町村に対し、市町村の人口及び従

業者数で按分して交付するものです。

なお、それぞれの交付金の市町村別の交付状

況については、２３ページから２６ページに記

載しています。

市町村振興課分について塩月市町村振興課長

御説明します。

２７ページをお開きください。第２款第１項

第１目一般管理費の決算額は、表の右上にある

とおり２，９９１万１，７０３円となっていま

す。

これは、市町村振興課職員２７人のうち４人

分の給与費です。

その下、第８目県庁舎別館及振興局費の決算

額は１３億９，８１１万３，０６１円となって

います。

内訳としては、事業説明欄の一番上、給与費

１２億０，１６１万１，７３３円となっていま

すが、振興局職員１６１人の給与費です。

その下、振興局運営費１億９，６５０万１，

３２８円となっていますが、清掃等委託料のほ

か、振興局の運営に要した経費です。

次に、２８ページをお開きください。第２項

第２目企画調査費の決算額は１６３万７，６０

０円となっています。

これは過疎地域自立促進特別措置法に基づく、

過疎地域の振興対策の推進に要した経費です。

その下、第４項第１目市町村連絡調整費の決

算額は２億７，０９７万１，２２５円となって

います。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、給

与費が１億３，７３０万６，２２４円となって

いますが、市町村振興課職員２１人分の給与費

です。

上から３番目、市町村行政基盤拡充事業費４，

４６２万３千円については、市町村における権

限移譲事務の執行に要した経費です。

次に、２９ページを御覧ください。中ほどの

第２目自治振興費の決算額は５億３３８万３，

８６１円となっています。

これは、公益財団法人大分県市町村振興協会

に対する全国自治宝くじの収益金交付などに係

る経費です。

次に、３０ページをお開きください。

第５項第１目選挙管理委員会費の決算額は１，

９０１万７，２２２円となっています。これは、

市町村振興課職員２人分の給与費と選挙管理委

員４人分の報酬など委員会の運営に係る経費で

す。

その下、第２目選挙啓発費の決算額は８０６

万１，５９４円となっています。これは、明る

い選挙推進事業費や、昨年執行された衆議院議

員総選挙の啓発活動に要した経費です。
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次に、３１ページを御覧ください。第３目地

方選挙費の決算額は６２１万２，９５３円とな

っています。

これは、昨年執行された大分県議会議員豊後

高田市選挙区補欠選挙の執行管理に要した経費

です。

その下、第４目衆議院議員総選挙費の決算額

は６億３３９万４，７１５円となっています。

これは、昨年１０月に執行された衆議院議員総

選挙の執行管理に要した経費です。

次に、３２ページを御覧ください。第５目裁

判官国民審査費の決算額は５３７万２，１２６

円となっています。

これは、昨年執行された最高裁判所裁判官国

民審査の執行管理に要した経費です。

総務事務センター兼子総務事務センター所長

分について御説明します。

３３ページをお開きください。第２款第１項

第１目一般管理費の決算額は、表の右上にある

とおり３億７，３７４万９，２７４円となって

います。

主な内訳としては、事業説明欄の一番上、給

与費が５，９７５万６，４３５円となっていま

すが、総務事務センター職員７人分の給与費で

す。

その下、総務事務集中処理事業費が５，１１

６万３５円となっていますが、職員の給与及び

旅費の事務を行う非常勤職員の雇用及び総務事

務システムの運用等に要した経費です。

その下、児童手当費２億６，１８２万円につ

いては、総務事務センターにおいて一括して計

上している知事部局等の職員に支給した児童手

当等です。

以上で説明は終わりました。嶋委員長

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔・明瞭に答

弁願います。

事前通告が３名の委員から出されていますの

で、まず事前通告のあった委員の質疑から始め

ます。

２９年度一般会計及び特別会計決算守永委員

事業別説明書の８ページの一般管理費の中の給

与費、時間外勤務手当についてですが、働き方

改革に向けて８月から時間外勤務の実態把握と

労働時間短縮に向けての指導が行われていると

思います。２０１７年度の時間外勤務に関する

手当の支給額については、第２回定例会で提案

のあった平成２９年度補正予算に関する説明書、

補正第１０号の中に時間外勤務手当として３５

億９，５２９万円と記されています。冒頭に説

明のあった資料の中では約１５億円となってい

るんですが、この額については人事課が各部局

の時間外勤務手当の不足分として充てたものと

解釈していいのか。また、決算として金額若し

くは時間数で構わないんですが、各部局、委員

会ごとに時間外勤務の実績を把握されていれば

教えていただきたいと思います。

そして、２０１７年度については時間外勤務

手当が通常の年よりも多かったのか少なかった

のか。その状況と、当該年度の実態について通

常の年と異なる要因について分析できているの

か教えていただきたいと思います。

まず、平成２９年度補正予算に後藤人事課長

関する説明書に記載している３５億９，５２９

万円ですが、これは知事部局のほか、教育委員

会及び警察本部の時間外勤務手当を合計した補

正後の予算額を記載したものです。一方、平成

２９年度一般会計及び特別会計決算事業別説明

書に記載している約１５億円ですが、これは２

９年度の知事部局のみの時間外勤務手当の決算

額を記載しています。

続いて、２９年度の時間外勤務時間の分析で

すが、一人当たりの月平均の時間数は１４．９

時間であり、２８年度は４月に熊本地震等の対

応があったことから、１年度前と比べて０．２

時間増加しています。大きな災害がなかった２

７年度は１３．４時間でした。比較しますと、

１．５時間増となっています。２９年度はやは

り九州北部豪雨や台風第１８号の度重なる大規

模な災害への対応が多かったということで、例

年よりも超勤の時間が多かったと分析していま

す。
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なお、お手元に２９年度の各部局及び委員会

別の時間外勤務時間数を配付しています。御覧

いただくと、本庁では福祉保健部や生活環境部、

土木建築部、国民文化祭・障害者芸術文化祭局

が本庁の平均１８．１時間を上回っているとい

う状況です。地方機関では、福祉保健部と土木

建築部が地方機関の平均１２．８時間を上回っ

ているという状況です。

分かりやすく一覧でお示しいただい守永委員

てありがとうございます。やはり各部局で災害

等の発生によって影響の大きかった部とそうで

なかった部と格差が開いているのかなと思うん

です。今後こういった状況を踏まえて、部局間、

そして、その部の中でも課によって開きが大き

かったりということもあると思います。その各

課の間、また班ごとに格差を縮めていきながら、

そして、全体的に超勤時間を縮減するというこ

とで取り組んでいただければと思います。総務

部を見たときに、各課における散らばり方と言

うか、超勤の多い少ないといった状況をどのよ

うに見られているのか。また、今後具体的にど

のようにして超勤を減らしていこうと考えてい

るのか。これは実態把握をしながら、その実態

がどのくらい離れているのかということも分析

しながらというのではまた違った意味もあると

思いますが、何か今の段階で見解があれば教え

てください。

総務部では、財政課が予算編成後藤人事課長

に関する事務で多く、法務室も議会の議案に関

する業務がありますので、その時期は忙しいと

いう状況があります。また、知事室も知事の秘

書対応で忙しいところがあります。今、委員が

おっしゃったとおり、所属によってばらつきが

ありますが、今年度から勤務時間管理システム

を入れて、８月から稼働しています。その中で、

より実態が分かってくるのではないかと思って

いますので、そうした現状を分析して、人員の

配置等を含め検討していきたいと思います。ま

た、それぞれの所属においても所属長を中心に

業務の効率化等が必要になってまいりますので、

そういった取組を進めていきたいと思っていま

す。

いずれにしても、実際そこに配置さ守永委員

れた職員の得意とする分野とそうでない分野、

あと１年目なのか、２年目なのか、そういった

職場の状況もきちんと踏まえれば、毎年毎年同

じ職員であっても状況が違ってくると思います。

そういった部分をきちんと見て適切に管理して

いただきたいと思いますし、まず健康に働ける

よう健康管理にも御配慮いただきたいと思いま

す。

ちなみに、総務部の中で、健康管理という面

で見たときに、健康診断は全員が受けていると

思うんですが、要精密であったり、療養が必要

という指摘を受けている方は何％ぐらいいらっ

しゃるのでしょうか。

総務部だけのデータは持ち合わ後藤人事課長

せていないんですが、県庁全体で有所見率、要

経過観察以上ということになりますが、昨年度

は７２．７％という状況です。（「要経過観察

が７２．７％」と言う者あり。）要経過観察以

上ということですね。要経過観察、要精密検査、

要治療、治療を継続されている方が７２．７％

ということです。

今、地方自治体の大事な視点は持続原田委員

可能な財政運営だと考えています。その中で、

いろんな指標がありますけど、今回は経常収支

比率について質問したいと思います。資料は大

分県監査委員が出している意見書の１１ページ

にある主要財政指標等の推移の中の経常収支比

率ですが、ここに２９年度の経常収支比率は９

３．９％と書かれています。昨年度から０．４

ポイント改善されていますが、まだまだ高い水

準です。先日、新聞で県内１８市町村の、やは

り同じく経常収支比率が一覧になっていました

けど、やっぱり県内もほとんどが９０％台、も

う９８．９％というところも出ています。塩月

市町村振興課長の直ちに財政健全化団体に転落

するおそれがある実態はないが、厳しい財政状

況には変わりないというインタビュー記事も載

っています。

さきほどから和田総務部長は政策県庁という

言葉を使われています。その推進のためには、

やっぱりこの経常収支比率は改善の必要がある
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と思うんですけど、和田総務部長は総務省で地

方自治体の財政状況を指導されていた方なので、

全国的に見て、この大分県の財政状況をどのよ

うに把握しているのか、見解をお聞きしたいと

思います。

まず、県の財政状況を把握分析和田総務部長

する際においては、御指摘のあった経常収支比

率以外にも、例えば、地方公共団体財政健全化

法による財政健全化判断比率をしっかり確認す

ることが必要だと思っています。この健全化指

標のうち、まず標準財政規模に対する公債費割

合を示す実質公債費比率については、早期健全

化計画の策定を求められる２５％に対して、大

分県は１０％となっていて、全国でも良い方か

ら８番目になっています。

また、標準財政規模に対する負債等の割合を

示す将来負担比率については、早期健全化基準

４００％ですが、大分県は１６２％となってお

り、こちらも全国で良い方から１４位という状

況です。

このように、主な財政指標を見ますと、おお

むね全国の中位以上なのかなという状況ですが、

これはこれまでの行財政改革の成果が健全な財

政につながっていると考えています。ただ一方

で、やはり高齢化の進展による社会保障費の増

大、公共施設の長寿命化対策、あるいは災害対

応で、これから非常に大きな財政需要が出てき

ます。また、国においては骨太の方針２０１８

で、２０２５年度のプライマリーバランス、黒

字化を目指していて、これによって地方に対す

る歳出圧力が非常に高まってくることも懸念さ

れますので、現状に満足することなく、引き続

き不断の行財政改革に取り組むことが必要だと

考えています。

今お話を聞いて、健全な財政運営が原田委員

できているんだろうなと推測するんですけど、

一つお聞きしたいのは、６月の一般質問のとき

に、災害対応の特別会計を創設してはどうかと

いうことを提案しました。そこまでは必要ない

という話でしたけど、毎年のように大きな災害

が続いています。これから、来年度の予算編成

をしていく中で、災害対応の復旧費も含めて、

計画的に織り込んでいるんだろうかということ

がちょっと気になっているんですけど、それに

ついては織り込んでいるのか。また、織り込ん

でいるならどれぐらいの規模での災害対応を、

文面には出ないとしても、考えているのかとい

うことをぜひお聞きしたいと思います。

災害についての対応として、当佐藤財政課長

初予算の段階で、災害復旧費という款に、現年

災というその年に起こるだろう災害に対する対

応ということで、土木建築部と農林水産部と合

わせて１１４億円ほどの災害復旧事業費を確保

しています。そのほか、他の土木費なり農業費

の中でも、ある程度災害復旧費以外でも災害に

対応する事業費は確保しています。

今、委員御指摘のとおり、今年も大きな災害

は今のところ起きていませんが、昨年の九州北

部豪雨、台風第１８号、その前の年も熊本地震

ということで、大きな災害が毎年のように起き

ている状況ですので、災害に関する備えを充実

させる必要性は十分認識しているところです。

私からもその流れを引き継いで、残土居委員

高を減らそうとしてきた県債について伺います。

先般公表された平成２９年度の大分県普通会

計決算見込みの資料では、一般会計の県債残高

は繰上償還などにより総額で４年連続、臨時財

政対策債を除く実質的な残高も１６年連続で減

少しています。このように、財政健全化に向け

て御尽力をされていることには敬意を表したい

と思います。ありがとうございます。

しかしながら、さきの第３回定例会で我が会

派の近藤委員が行った代表質問に対し知事が答

弁されたように、災害関係予算の拡充や公共施

設の長寿命化に向けた対応など、喫緊の課題に

適時適切に対応していくことも今後は重要だと

考えられます。

このような視点を踏まえ、今後、行財政運営

において県債残高をどのように位置付けていく

のかについて伺いたいと思います。

県債残高については、平成元年佐藤財政課長

以降、臨時財政対策債を除く実質的な県債残高

は、１３年度が９，７８１億円でピークでした。

その後、平成２９年度に６，３６０億円という
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ことで、委員がおっしゃったとおり、１６年連

続で減少しています。

また、税収とか普通交付税など一般的に入っ

てくる県の独自収入に対しての実質的な県債残

高の規模もピーク時には２．９倍ぐらいの規模

でした。２９年度の決算では１．９倍まで縮小

しています。財政規模が類似する団体と比較し

ても県債残高は抑制が進んでいるところかと見

ています。これらについては、行財政改革の取

組の一つの成果であると考えていますが、委員

御指摘のとおり、財政の健全性を図りながら喫

緊の課題である施設の老朽化対策とか災害に対

応していくことは非常に重要なことだと考えて

います。そのため、県債残高についてはそのよ

うな課題への対応と財政健全化の確保、この両

方を念頭に置きながら、その適正な管理を行っ

ていくことがこれから大事になっていくものと

考えています。

事前通告されていない委員で質疑は嶋委員長

ありませんか。

２点伺います。三浦委員

平成２９年度における主要な施策の成果の６

ページ、７ページの政策県庁を担う人材育成推

進事業と県・市町村「創生人材」育成事業を見

ると、正に地方創生の実現というところの人材

育成が非常に重要だなと感じています。そこで

まず、７ページの事業の成果として地域活力づ

くり等の事例が少しずつ出てきたと。もう少し

具体的に、どういった事例が出てきたのかとい

うのを伺いたいと思います。

あわせて、６ページの政策県庁を担う人材育

成推進事業の成果等を見ると、県、市町村の合

同研修等で、それも２６年度からということで

すので、かなりの方が参加されているんですが、

具体的な事例というのはありますか。研修で終

わってしまっているのではもったいないなと思

っていまして、その後の効果を県としてどのよ

うに把握されているのか。

もう１点が、この地方創生枠の研修というの

は具体的にどういった研修を行っているのかと

いうのを教えていただきたいと思います。

最初に、７ページの県・塩月市町村振興課長

市町村「創生人材」育成事業の関係ですが、ま

ず、自主活動グループがこれまでに２１団体活

動しています。いろんな活動がありますが、昨

年度ですと、中津の中津カフェ商品企画部とい

う名前のグループがあります。商品開発をして、

そば粉を使ったクッキーを作り、今、道の駅で

販売しているということです。実際に食べまし

たが、大変おいしかったです。

そのグループは、耶馬渓にありますので、ほ

かにも青い色を使ったいろんな商品の開発もし

ているところです。

それから、他の自治体から講師を呼んで、夜

間に勉強会をするとか、そういった定期的な活

動はいろんな団体で行われているところです。

地方創生を目指す人材育成の関後藤人事課長

係ですが、自治人材育成センターができて以降、

合同研修に積極的に取り組んでまいりました。

講座数あるいは参加数も増加しているところで

す。この合同研修の目的の一つとして、県と市

町村職員のネットワークづくりを進めるという

こともあると認識しています。研修後に、希望

者で意見交換の機会も設けているところです。

その成果ですが、合同研修の中で１０講座ほ

ど選び、フォローアップ調査を実施しています。

研修終了から二、三か月後に調査をして、その

研修に参加して良かったですかとか、現在業務

に活用していますかとか、今後その研修の内容

を活用できますかといった内容のフォローアッ

プ調査を行っています。参加者の満足度はおお

むね９５％程度と非常に高い状況になっていま

す。ただ、研修の内容によっては、直接、今の

業務に活用できているという部分がない場合も

あります。今後に活用できるとか、この研修を

機に、自己啓発の考え方、あるいは自己成長に

努めるようになったとの意見をいただいていま

すので、引き続きこういったフォローアップ調

査をしながら進めていきたいと思っています。

最後の政策県庁に向けた研修ですが、さきほ

ど説明の中にありました地域政策スクールをは

じめ、これも市町村と同じようにやっています

が、地域づくり交流塾とか、創生人材の交流学

習会等を行っていますし、さらに昨年度から新
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たな取組として、若手職員の自主研究グループ

を立ち上げて、今年度さらに人数を増やして取

組を進めているところです。

もう正に地方創生の時代ということ三浦委員

で、地域間競争がかなり激化していると感じて

います。そういった中で、人も物もお金も、取

り分け情報も、というところだと思いますので、

地方創生コンシェルジュとか、リーサスの活用

等をぜひ市町村に対しても推進していってほし

いと思います。

主要な施策の成果の６ページの政策吉岡委員

県庁を担う人材育成推進事業についてお尋ねし

ます。

事業内容の①女性職員キャリア形成支援につ

いて伺います。まず一つ、女性交流セミナーを

開催しています。ここに参加した女性職員は研

修を受けた後にキャリアアップを頑張ろう、管

理職になって頑張ろうという意欲に燃えている

のかなと思います。そういう反応と言いますか、

感想と言いますか、そういうのがありましたら

お尋ねしたいと思います。

それから、育休職員の研修参加者数について

ですけど、目標値が毎年約２０人ずつとなって

います。３２年度が最終達成となっていますが、

今後とも継続していかれるのか。２０人以上、

育休をされている方がいらっしゃるけど２０人

に決めておられるのか、目標の立て方など内容

についてお尋ねします。

女性職員交流セミナーですが、後藤人事課長

このセミナーは民間企業で活躍されている女性

に講演をいただいた後に、参加している女性職

員との交流会、意見交換会等を開催する研修に

なっており、研修受講後に感想をいただいてい

ます。その中で、自分のキャリアを伸ばしたい

という気持ちを講師からいただいたとか、今ま

で狭い世界の自分の理解だけで悩んでいたこと

から脱出できたとか、自分自身が描くキャリア

を強く思うことは大切だと学んだといったよう

な肯定的な意見をいただいています。民間で活

躍されている講師ですので、かなり刺激を受け

たのではないかと思っています。

それから、育児休業のところですが、目標を

２０名としています。育児休業職員が月ごとで

割ってみると大体５０名前後という形で推移し

ていまして、その中で２０名程度が研修に参加

するという過去の実績を踏まえた目標にしてい

ます。もちろんこれ以上参加していただいて結

構ですし、今後もこの取組は進めていきたいと

思っています。

これから女性活躍の時代と言われて吉岡委員

いますが、今回、国会でも女性の大臣が一人に

なったということで、地方においては女性の活

躍が非常に大事になってくると思っています。

さらなる研修で多くの皆さんが前向きに取り組

めるようにお願いしたいと思います。

それから、育休職員については、多分、女性

の方ばかりだと思うんです。先般、北欧の女性

首相でしたかね、出産されて、夫が育休を取ら

れて主夫をしばらくするというニュースを見た

んですが、世界的にはそういう時代も来ている

かと思います。県庁においては、育休の取得率

が男性は低いかなと思っています。こういう機

会にぜひ男性も一時的にでも取っていただいて

一緒に子育てをしていただければなと思います。

介護は先々長くて時間は分かりませんが、子育

てはいっときの期間です。ぜひ夫婦で子育てを

して、これからの子どもたちに、大分、日本を

担っていただきたいと期待していますので、そ

こら辺もよろしくお願いします。

大分県づくりの礎となる人材である麻生委員

県庁職員の事務執行、スキルについて数点伺い

ます。

まず、さきほど説明のあった包括外部監査に

ついての委託料が１，２００万円ほど執行され

ていますが、かつての包括外部監査の指摘事項

で対応済みとなっていたが、結果的にスルーさ

れていたということが事実として今回判明した

わけです。その指摘の後の内部調査の実態をま

ずお知らせください。

それから、懲戒処分基準だとか刑事告発基準

について、現状として外部監査とか、いろんな

監査とか、いろんな部局からの情報について、

人事としてどのような基準をお持ちなのか。あ

わせて、マイナス面での人事評価をちゃんと人
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事ファイルに記入していくというのは当然なん

でしょうが、成果を上げているプラス面もしっ

かりと評価基準の中に入れているのかどうか、

その辺りについて説明を求めます。

それから、当然、研修も重要になってくるわ

けですが、５千万円ほど職員研修費が計上され

ており、これはいろんな改善をする、あるいは

スキルアップをするための研修で、結果として

県民に還元されるわけですから、もっとお金を

かけてもいいと私は思っておるんです。今回、

不祥事が発覚した者については、契約事務とか

会計事務の研修を実は受けていなかったんじゃ

ないかという話もあるようです。職員一人一人

の研修受講ファイルというのは民間企業だった

ら当然お持ちなわけですが、人事としてそうい

ったものを人事ファイルとしてどのように管理

されているのか、その辺についても説明を求め

ます。

先般の職員の贈収賄に絡む中村行政企画課長

逮捕事案に関して、実は平成２６年度の包括外

部監査が、委託契約の事務を体系的、全般的に

見る内容であったわけですが、その中で、ジオ

パークの関係の御指摘もいただいていました。

それに対する措置として複層的なチェックを徹

底するとしていた中で、このようなことが起こ

り、大変遺憾に思っているところです。

監査の指摘事項に関しては、包括外部監査、

委員監査、いずれについても各部局で責任を持

って措置を講ずることとし、その講じた措置に

ついては報告をして、公表もしています。措置

を講じて終わりになってはいけないという観点

から、今般改めて、直近３年間の委員監査、そ

れから２６年度の包括外部監査について、きち

んと措置ができているのか、今正に各部局で再

度チェックを行っているところです。

監査に対する措置がうまくでき後藤人事課長

ていなかった場合の懲戒処分の基準ということ

ですが、懲戒処分の基準は、県として明確にこ

ういった行為をしたときにどういった量刑にな

るというのはありません。人事院が定めている

懲戒処分の指針ですとか、他県の例、あと本県

の過去の例等を参考にして処分を決めています。

委員がおっしゃった今回のような監査に対す

る措置がされていなかったという部分について

は、人事院が定める標準例の中にはそういった

ものはありません。なので、懲戒処分に当たる

ようなものがあれば、その都度個別に判断をし

ていくということになろうかと思っています。

それから、研修のファイルという部分ですが、

研修については、例えば、新採用職員研修とか、

係長級に昇任した新任監督者研修とか、新任管

理者研修等がありますが、その間にそれぞれの

職級で必要な能力を学ぶキャリアアップ研修を

設けています。そのキャリアアップ研修につい

ては、その職級にある間に何単位必要と決めて

おり、取得をしているかどうかというのは押さ

えています。さらに、そういった研修を受けた

ときは、私どもの人事管理システムの中に登録

して、研修の受講の有無を把握できるようにな

っています。

基準を設けていないということです麻生委員

が、これでは不祥事は間違いなく続くでしょう。

しっかりそうした基準を設けることが必要だろ

うと思います。今回、ファイルは作っていた、

受講歴はあると言いながら、担当部局の管理職

に情報共有されていたのかどうか、こういった

問題も含めて、今回の不祥事は、私はむしろ総

務部に責任があるんじゃないかと認識していま

す。だから、仕組みとしてどうするか。

あわせて、県の職員の皆さんが、より良い仕

事をして、県民から良い仕事をしてくれたねと

言われるような県庁であってほしいわけです。

そういう意味においては、そのようなシステム、

マイナス面だけじゃなくてプラスの面、うまく

やっているものの情報共有と、さきほど質問が

出たようなことも含めて、そういったものが高

い評価を得られてやっていく。知られていない

けど頑張っている職員って意外とたくさんいら

っしゃるんじゃないかな。むしろそういった人

たちにしっかりと光が当たるような人事システ

ム、情報共有システムをぜひしっかりと構築し

ていただくことを求めたいと思いますが、総務

部長、何か思いがあれば答弁を求めます。

処分の基準ということではあり和田総務部長
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ませんが、人事評価は非常に大事だと思ってい

ます。県庁職員については業績評価と能力評価

というものをやっていて、上司が評価したもの

を部下とディスカッションして、ここができて

いる、できていないとやっています。そういっ

たものをさらに充実させて、やっぱり部下も上

司も、より高めていくということについては御

指摘のとおりやっていきたいと考えています。

今回おかしなことがあったというこ麻生委員

とが発覚したわけですから、県庁内部の評価だ

けでなく、むしろ県民とか、実際に各団体ある

いは市町村とか、そういったところの評価も十

分把握していく必要があろうかと思いますので、

そのことも指摘しておきます。

プラス面の人事評価については答弁嶋委員長

がされていないと思いますので、再度答弁を求

めます。

人事評価については、さきほど後藤人事課長

も総務部長からお答えしたとおり、能力評価と

業績評価という形で実施しています。それぞれ

の職級ごとに評価項目は分かれていて、その中

で、努力した点、頑張った点、あるいはうまく

いかなかった点、悪かった点等も評価する仕組

みにしています。さきほど部長が申しましたと

おり、所属長との面談の中で、職員と所属長が

コミュニケーションを図りながら人事評価を進

めているところです。

主要な施策の成果５ページ、県有財桑原委員

産総合経営推進事業の中で、総コストがありま

すが、未利用財産全体の維持管理費はこの中に

含まれているのかどうかということと、もし手

元にその数字があれば教えてください。なけれ

ばまた教えてください。

それと、今後の課題ということで、閉校とな

った学校用地など大型物件の処分というのがあ

ります。佐伯市でもマリンカルチャーセンター

を抱えていますが、こういった売りにくいもの

があるということを受けて、今後の方向性で、

県庁内の各関係機関との連携強化というのがあ

ります。これは具体的にどういう連携をしてき

たのか、そして、どこを強化していくかという

のを教えてください。

まず１点目の総コスト河野県有財産経営室長

ですが、ここに記載していますのは、未利用財

産の処分にあたり、測量や周辺の境界確認とか、

そういった処分できる体制にするまでの間のコ

ストや管理です。さっきおっしゃった管理費に

ついても、一つの例を申し上げると、三重の旧

県立病院については、まだ現地に建物がありま

す。そこに不審者の侵入がないかとか機械警備

をしています。さらに、処分にあたっての費用

としては、合同新聞等に入札等の広告を出した

りというのが２９年度決算ベースでこの３，８

００万円という数字です。そのトータルでどう

いったコストがかかるかというのは、今、手元

に数字は持ち合わせていませんので、後日また

報告したいと思います。

２点目の未利用財産の大型物件について、庁

内、部局間の連携という点ですが、例であげて

いただいたマリンカルチャーセンターについて

は、本来、農林水産部所管の財産です。長年な

かなか処分、廃止なり利活用なりというのが決

まらなかったもので、今は企画振興部で今後の

活用、今後引き継いでいただく業者の選定等を

しているという意味で連携を図っています。

あと、大型の資産については、やはり市町村

においても費用が嵩むということで、なかなか

売払いが進まないという面があります。昨年度

の予算で、市町村が地域活性化に向けて廃校校

舎とかを活用して、例えば、農業の加工施設と

か、地域のにぎわいの場を作る場合に、県から

補助する制度も準備しました。市町村とも連携

しながら、未利用財産を地域活性化につながる

ような有効活用につなげたいという取組をして

いるところです。

この事業は県有財産のみということ桑原委員

ですが、過疎化が進む中、大分県においては、

データでは、公立学校、これは市町村のも含ん

でいますが、平成１４年から２７年で廃校が１

７４校、全国で１２位ということです。これは

例ですが、非常に過疎化が進んでいて、大分県

にはかなり使われていない公共財産があります

ね。過疎化が進むということは、なかなか企業

誘致とかは難しいですが、県では姫島のＩＴ企
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業の誘致とか、市では由布市の朴木小学校、こ

こもＩＴ企業のサテライトオフィスができてい

ます。地理的な不利を克服するのにＩＴ企業の

誘致などは非常に大切ですし、また、場所によ

っては、ＡＰＵとまではいきませんけど、専修

学校とか教育機関とかも来たらすごい経済効果

があります。これは企画振興部なのか、商工労

働部なのか、いろんなところが絡んでいますが、

有機的に連携して今後とも進めていただければ

と思いますので、要望して終わります。

ちょっと時間があるので質問をした久原委員

いと思うんですが、私も何回も言ったことがあ

るんですけど、事業別説明書の１５ページ、こ

の中の利子と元金のところの問題ですね。利子

だけで８９４億３，３３８万円も払いよるわけ

だね、利子だけよ。それで、元金は７７８億４，

６００万円、つまり、元金よりも利子を余計払

いよる。それで、借換えの方も若干今、これは

４６４億円あるけど、前から言いよるように、

システムとして、国から借っちょるやつは、ゼ

ロ金利あるいはマイナス金利時代と言われる中

で、利子なんかにこのように銭をかけて払うん

じゃなくて、借り換えたり、いろいろなことを

して、システムを変えりゃいいじゃねえかと言

ったら、あんた方は、もう国から借っちょるや

つは変えられんのじゃと言う。そんなことじゃ

悪いと思う。何かほかに方法はないんかどうか、

今どげんふうにしよるのか。

１５ページ、元金の支払が通常佐藤財政課長

分で７７８億円あります。利子が８９億円です。

県債は、道路とか河川とかの社会インフラの整

備、これはやはり後々の方の利益の享受もあり

ますので、今現在において県民の税金において

賄うことがいいのかどうかということで、全体

として県債を発行して、後々の方にもその負担

を税金の中からしていただくこととしています。

おっしゃるとおり、できるだけ利子の支払は

削減する方向でというのは常々行っています。

一時期の７％とか高い利率の部分は、国から借

りている分については繰上償還していいという

ことで、そういったものの返還はもう終わって

います。今現在、２％以下の県債が９５％ほど

で、もうほぼ２％を切る形になっています。

あと、２％を超える部分で若干残っているの

は証券発行等で、もう市場に出回っていて、繰

上償還がどうしてもできない分などです。今、

低金利の中で、利子負担が少しでも軽減できる

ように方策を練っているところです。

私の金額の見方が間違っていた。ご久原委員

めんなさい。それで、８９億円の金利を払いよ

るわけやね。８９億円、やっぱり私は考えてみ

るんやけど、例えばこのうちの５０％は大分銀

行なんかで借ったやつを払いよるのかもしれん

けどね、銀行の職員の１００人分ぐらいの人件

費を大分県だけで賄いよるわけやね。こげなこ

とが本当にいいんかどうかということで、やっ

ぱりよう考えてせんと。だから今、努力して、

２％以下の金利で借換えをやりよるということ

ですけど、今後もまたそういう立場で努力して

ください。

ほかに質疑はありませんか。（挙手嶋委員長

する者あり）

守永委員から御質問いただきま後藤人事課長

した有所見率について、総務部の数字が分かり

ましたので御報告します。

総務部の本庁が６０．３％です。それから総

務部の地方機関は６８．１％で、全体の平均は

７２．７％ですので、若干低めの有所見率とな

っています。

それでは、本日の質疑等を踏まえ、嶋委員長

全体を通して、委員の方からほかに何か質疑は

ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、これで質嶋委員長

疑を終了します。

それでは、これをもって総務部関係の審査を

終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔総務部退室〕

これより、内部協議に入ります。嶋委員長
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さきほどの総務部の審査における質疑等を踏

まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思い

ますが、特に、指摘事項や来年度予算へ反映さ

せるべき意見・要望事項等がありましたら、お

願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

特にないようですので、審査報告書嶋委員長

案の取りまとめについては、本日の審査におけ

る質疑を踏まえ、委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、そのようにいたします。嶋委員長

以上で総務部関係の審査報告書の検討を終わ

ります。

暫時休憩いたします。

午前１１時３２分休憩

午後 １時００分再開

休憩前に引き続き、委員会を開鴛海副委員長

きます。

これより、生活環境部関係の審査を行います。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、生活環境部長及び関係課室長の説

明を求めます。

始めに、昨年度の決算特別山本生活環境部長

委員会において御指摘のあった案件について、

措置状況を御報告します。

平成２８年度決算特別委員会審査報告書に対

する措置状況報告書の１３ページを御覧くださ

い。

（３）個別事項についての③自主防災活動促

進事業についてです。

自主防災の要となる防災士については、養成

と取得後のスキルアップ研修に取り組んでおり、

平成２９年度は、自治会役員と防災士の連携を

強化するため、災害・避難カードの普及等の協

働を前提とした研修メニューを新たに追加して

実施しました。

また、平成３０年度からは、高齢化等の進展

により避難訓練等の実施が困難な自治会等に、

行政や防災アドバイザー等で構成される訓練押

しかけ支援隊を複数回派遣し、訓練の計画から

実施までを直接支援することで、訓練の定着を

図っています。

あわせて、県民の意識高揚のため昨年度は危

機管理フォーラムを開催するとともに、国民保

護共同訓練の際には展示ブースを設置したとこ

ろです。

今年度の国民保護訓練でも、地域住民にも避

難訓練等に参加していただくことで、県民の速

やかな避難行動ができる環境づくりに努めてま

いります。

続いて、１４ページをお願いします。④３Ｒ

普及推進事業についてです。

平成２５年度からおいしい大分食べきりキャ

ンペーンとして、小盛りメニューを提供する食

べきり協力店や少量販売を行う食べきり応援店

の登録などに取り組んでまいりました。

平成２９年度は食べ残し削減の取組として、

おおいた３０・１０運動の強化キャンペーンを

展開し、忘新年会シーズンに、飲食情報誌（ホ

ットペッパー）と連携し、飲食店での完食客へ

の特典提供や３０・１０運動の卓上ＰＯＰの設

置等、県民への周知を図っています。

また、消費者、事業者、行政の連携による余

剰食材の有効活用に向けた仕組みづくりや食品

ロス削減に向けた取組を推進してまいります。

続いて、１５ページをお願いします。⑤高齢

者の運転免許自主返納の推進についてです。

７０歳以上の運転免許自主返納者に対して、

バス・タクシーの料金割引や商品の無料配送、

飲食料金の割引などのサービスを行うサポート

加盟店等の取組に加え、平成２９年度からは、

免許更新を６か月後に控えた８０歳以上の高齢

運転者に対し、情報等をダイレクトメールで提

供する大分県警まごころ宅配便を活用し、県の

自主返納支援制度の周知に努めています。

関係機関・団体と連携した取組の結果、平成

２９年度中の６５歳以上の運転免許自主返納者

数は４，２９４人と平成２８年度の２，９２７

人から大幅に増加しており、６５歳以上の免許

保有者の２．１％となっています。

引き続き、関係機関・団体と連携し、高齢者

が安心して運転免許を自主返納できる環境づく
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りに取り組んでまいります。

次に、生活環境部の全般的な決算内容につい

て説明します。

平成２９年度一般会計及び特別会計決算事業

別説明書の１１１ページをお願いします。平成

２９年度歳出決算総括表です。

決算の総額ですが、表の一番下の欄の歳出合

計を御覧ください。

予算現額１０６億２，４７９万４千円に対し

て、支出済額が１０２億９，３７１万９，１１

１円、翌年度繰越額が１億７，３１５万３千円、

不用額が１億５，７９２万１，８８９円となっ

ていますので、予算現額と支出済額との比較は

３億３，１０７万４，８８９円となっています。

なお、中ほどの翌年度繰越額の中に、事故繰

越しが含まれており、災害復旧費の自然公園施

設災害復旧費４７１万６千円です。

これは２８年度の熊本地震により被害を受け

た阿蘇くじゅう国立公園内にある諏蛾守越の避

難小屋周辺の復旧工事です。工事場所が高い所

にあるために作業が困難であることや技術者の

不足により入札不調等が発生したことにより、

年度内の完成が困難になったことから再度繰越

しをしたものです。なお、この工事については、

本年６月末に完了しています。

続いて、平成２９年度における主要な施策の

成果について、生活環境部関係の主要な事業を

説明します。

平成２９年度における主要な施策の成果の９

８ページをお開きください。おおいたジオパー

ク推進事業ですが、総合評価はＡです。

１現状・課題、目的の右側の事業の目的です

が、姫島、豊後大野両地域のジオパーク活動の

推進を行うものです。

２事業内容ですが、県内・県外教育交流事業

の実施、ガイドの養成、解説板等の整備など、

再認定審査対応等への支援を行うとともに、ジ

オシンポジウムの開催による県内外への情報発

信に取り組みました。

４今後の課題と方向性等の右側の今後の方向

性ですが、継続・見直しで、引き続き、両ジオ

パーク活動を持続可能な取組とするため、受入

体制整備の支援や情報発信を行ってまいります。

９９ページをお願いします。祖母・傾・大崩

ユネスコエコパーク推進事業ですが、その下の

総合評価はＡです。

事業の目的ですが、祖母・傾・大崩ユネスコ

エコパークの活動推進を図るものです。

２事業内容ですが、オフィシャルアーティス

トＴＡＯを活用した情報発信や祖母・傾・大崩

ユネスコエコパーク登録記念シンポジウムの開

催に取り組みました。

４今後の方向性等ですが、継続・見直しで、

引き続き、ユネスコエコパークエリア内の研究

調査体制の充実、祖母・傾・大崩ユネスコエコ

パークの認知度向上に向けて情報発信強化を進

めてまいります。

１００ページをお開きください。循環社会構

築加速化事業ですが、総合評価はＡです。

事業の目的ですが、循環社会を担う産業廃棄

物処理業者等の育成や災害廃棄物処理を視野に

入れた平時からの資源循環体制の構築を図るも

のです。

２事業内容ですが、①企業の意識改革を図る

ため、循環産業牽引企業育成講習会や中間処理

業者向けセミナーを開催しました。②災害廃棄

物処理における連携強化として、自治体職員向

けや産業廃棄物処理業者向けの研修を実施しま

した。

４今後の方向性等ですが、継続・見直しで、

引き続き、中間処理業者や排出事業者の排出抑

制及び環境保全意識の醸成を図るとともに災害

廃棄物の迅速な処理体制の構築に努めてまいり

ます。

１０３ページを御覧ください。おおいたうつ

くし作戦推進事業ですが、総合評価はＢです。

事業の目的ですが、おおいたうつくし作戦と

して県民総参加による環境保全の取組として展

開するものです。

２事業内容ですが、提案公募による委託事業

の件数が予定を下回り、Ｂ評価となりましたが、

大分市内中心部の商店街と連携したうつくしシ

ョーウインドウを開催したほか、環境保全団体

と協働しておおいたうつくし感謝祭を開催する
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など各種啓発活動を展開しました。

４今後の方向性等ですが、継続・見直しで、

引き続き、国民文化祭やラグビーワールドカッ

プ等の大型イベントを環境の視点からおもてな

しするとともに新たな環境保全団体やまちづく

り団体等の掘り起こしなどを通じ、うつくし作

戦の一層の普及を進めてまいります。

１０８ページをお開きください。おおいたの

食育推進事業ですが、総合評価はＡです。

事業の目的ですが、健全な食生活を実現する

食育について、分かりやすい具体的な取組を県

民に提案するものです。

２事業内容ですが、食育の実践者を食育人材

バンクに登録し、県民の求めに応じて派遣し食

育の普及啓発に取り組むとともに、皆でテーブ

ルを囲む共食を進めるため、大分版ロングテー

ブルを開催しました。

４今後の方向性等ですが、終了とし、新たに

おおいたの食育ステップアップ事業として、本

年６月の食育推進全国大会の開催や動画を活用

した普及啓発に引き続き取り組んでまいります。

１１３ページをお開きください。災害ボラン

ティアセンター運営支援事業ですが、総合評価

はＡです。

事業の目的ですが、本事業は、災害ボランテ

ィアセンターを設置・運営する人材を育成し、

大規模災害が起きた際の速やかなセンター設置

と円滑な運営の実現を図るものです。

２事業内容ですが、被災者ニーズ把握システ

ムの構築や災害ボランティアセンター運営スタ

ッフ育成の支援等を行いました。

４今後の方向性等ですが、継続・見直しで、

運営リーダーの育成や被災者支援を行うための

地域ネットワークづくり等に引き続き取り組ん

でまいります。

１１６ページをお開きください。地震・津波

対策加速化支援事業ですが、総合評価はＡです。

事業の目的ですが、南海トラフ巨大地震等に

備え自主防災組織等への支援を行う市町村に対

し助成を行うものです。

２事業内容ですが、簡易ベッドや簡易トイレ

等の購入、防災倉庫やＡＥＤ等の設置などに対

して助成しました。

４今後の方向性等ですが、継続・見直しで、

平成３０年度からは自主防災組織に加え、防災

士会等が行う地域の防災・減災活動へ助成する

ほか、孤立可能性集落における避難所等の通信

設備整備に対し助成するなど、引き続き支援し

てまいります。

１１７ページを御覧ください。市町村避難所

運営等支援事業ですが、総合評価はＡです。

事業の目的ですが、住民主体の避難所運営体

制の確立を図るため、市町村職員や自主防災組

織等を対象とした避難所運営体験訓練等の実施、

避難所運営マニュアルの策定支援等を行うもの

です。

２事業内容ですが、市町村の避難所運営マニ

ュアルの策定・改定の促進や避難所運営能力の

向上等のため、市町村職員や自主防災組織のリ

ーダー等を対象とした訓練を２回実施しました。

４今後の方向性等ですが、継続・見直しで、

市町村避難所運営マニュアルの策定・改定の促

進、運営能力の向上、避難所自主運営意識の醸

成等を目的とした訓練を継続して実施してまい

ります。

１１９ページを御覧ください。市町村防災力

強化支援事業ですが、総合評価はＡです。

事業の目的ですが、熊本地震の検証を踏まえ、

災害発生時の市町村災害対策本部の対応力強化

に向けた支援を行うものです。

２事業内容ですが、災害時の情報収集に係る

合同研修会、情報収集ブロック別研修会の開催

や災害時緊急支援隊の活動資機材の整備、業務

継続計画策定手順に関する研修会の開催等を実

施しました。

４今後の方向性等ですが、継続・見直しで、

市町村業務継続計画の未策定市町村に対する助

言を行うとともに、災害対策本部運用訓練に係

る県及び市町村での相互協力体制を強化してま

いります。

１２２ページを御覧ください。女性の活躍推

進事業ですが、総合評価はＢです。

事業の目的ですが、経済団体と連携し、女性

の登用促進や働きやすい環境づくりなど女性の
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活躍推進に取り組み、男女が共に個性と能力を

発揮できる社会の実現を図るものです。

２事業内容ですが、経営者の意識改革として

トップセミナーなどを開催するほか、企業等へ

の啓発を行うとともに、女性管理職の交流会や

セミナーを開催したところです。

４今後の方向性等ですが、継続・見直しで、

働いている女性の就業継続や登用への支援のた

め、企業へのキャリア・コンサルタントを派遣

し、また働いていない女性の就業等社会参画の

促進のため、エンパワーメントセミナーを実施

し、女性活躍を支援してまいります。

１２３ページをお開きください。私立学校運

営費補助ですが、総合評価はＡです。

事業の目的ですが、私立小、中、高等学校の

教育条件の維持向上や経営の健全性確保を図る

とともに、魅力ある私立学校づくりを支援する

ものです。

２事業内容ですが、１９の私立学校に対して、

経常的経費の助成を行うとともに、特色ある学

校づくりに向けた進学・就職・スポーツ・文化

などの取組に対し支援を行いました。

４今後の方向性等ですが、継続・見直しで、

引き続き、私立学校が公教育に果たす役割の重

要性に鑑み、魅力ある私立学校づくり等の取組

に対して支援してまいります。

１２５ページをお開きください。青少年自立

支援対策推進事業ですが、総合評価はＡです。

事業の目的ですが、ニートやひきこもりなど、

社会的自立に困難を抱える青少年やその保護者

などを対象に、総合相談を実施し、支援団体・

機関につなぐことで、青少年の自立に向けサポ

ートをするものです。

２事業内容ですが、一つは青少年自立支援セ

ンターを運営し、青少年及びその家族などへの

総合相談を実施しました。二つには、おおいた

青少年総合相談所に三つの相談機関を集約し、

ワンストップで対応したものです。

４今後の方向性等ですが、継続・見直しで、

これまでの相談機能に加え、まちなか活用によ

る体験学習等、自立に向けた自立支援プログラ

ムを提供してまいります。また、来所が困難な

青少年等に対する訪問支援等の充実及び市町村

や関係機関との連携強化を図ってまいります。

続いて、平成２９年度の行政監査の結果の概

要について説明します。

平成２９年度行政監査・包括外部監査の結果

の概要の３ページをお開きください。

平成２９年度行政監査結果の概要については、

既に会計管理局長から説明しましたので、ここ

では、当部に係るものについて説明します。

３ページ一番上の１（２）イ公用車の定期点

検の項目において、環境保全課の車両の定期点

検が実施されていなかったため、適正に定期点

検を実施する必要があるとの指導を受けたもの

です。監査後、点検を実施し改善を図りました。

次に４ページをお開きください。

車両情報及び運行状況の記録の項目において、

生活環境企画課及び消費生活・男女共同参画プ

ラザが備品管理システムに運行状況を適正に記

録する必要があるとの指導がありました。監査

後、備品管理システムへの記録を行い改善を図

りました。

包括外部監査については、当部は該当ありま

せんでした。

私からの説明は以上です。その他の事業につ

いては各課室長から説明しますので、よろしく

お願いします。

それでは、生活環境部藤本生活環境企画課長

関係の歳入決算額の予算に対する増減額等につ

いて、決算附属調書により、生活環境企画課か

ら一括して説明します。

なお、歳出の主なものについては、一般会計

及び特別会計決算事業別説明書により、各課か

ら順次説明します。

まず、歳入決算額の予算に対する増減額につ

いて、決算附属調書の３ページをお願いします。

表中の左の科目欄の中ほど、保健環境手数料

の増収となったものの一つ目の衛生免許試験そ

の他手数料５３３万８，３９０円、また二つ目

の温泉手数料２３７万２，６００円の増収です。

これは、いずれも関連の許可申請件数が見込

みを上回ったことによるものです。

次に、４ページをお願いします。科目欄一番
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下の福祉生活費国庫補助金のうち、減収となっ

たものの下から二つ目の地方改善施設整備費補

助金１８０万９千円の減収については、補助金

が見込みを下回ったことによるもの、５ページ

の科目欄一つ目の保健環境費国庫補助金のうち、

減収となったものの下から二つ目の生活基盤耐

震化等交付金２６４万２千円の減収について、

補助金が見込みを下回ったことによるもの、そ

の下の自然環境整備交付金２５９万５千円の減

収については、平成３０年度への繰越明許によ

るものです。

次に、９ページをお願いします。

科目欄中ほど上の財産売払収入のうち、上か

ら二つ目の物品売払収入の減収となったものの

２７０万５，６６６円の減収については、防災

ヘリコプター売却代の減収によるものです。

次に、１０ページをお願いします。

科目欄基金繰入金のうち、下から二つ目の地

域環境保全基金繰入金４９４万９，０８１円は、

未来の環境を守る人づくり事業費の委託料等が

見込みを下回ったこと、その下の産業廃棄物税

基金繰入金１，１２７万３，６２９円は、廃棄

物不法投棄防止対策事業費の委託料等が見込み

を下回ったことにより、減収となったものです。

次に、不用額の主なものについて説明します。

１６ページをお願いします。

表中左の科目欄上から２行目の防災費のうち、

一つ目の防災総務費５，４８５万８，５１２円

は、大分県災害被災者住宅再建支援事業費の市

町村からの申請が見込みを下回ったことによる

もの、科目欄中ほど児童福祉費のうち、四つ目

の女性青少年対策費８２７万３，３７４円は、

性犯罪・性暴力被害者対策推進事業の委託料等

が見込みを下回ったこと及び経費の節減による

ものです。

次に、１７ページをお願いします。

科目欄中ほどの薬務生活衛生費のうち、一つ

目の薬務生活衛生総務費１，１０１万７６４円

は、小規模給水施設普及支援事業費の補助金等

が見込みを下回ったことによるもの、その下の

科目欄の環境保全費のうち、三つ目の環境整備

指導費２，８８７万８，６５４円は、海岸漂着

物地域対策推進事業費の委託料等が見込みを下

回ったことによるものです。

次に、２０ページをお願いします。

科目欄下段の教育総務費のうち、次のページ

の上から二つ目の文教費７２６万９，９６９円

は、私立高等学校等就学支援事業費の補助金が

見込みを下回ったこと及び経費の節減によるも

のです。

次に、収入未済額の主なものについて説明し

ます。

２４ページをお願いします。

科目欄一番下の雑入に係る収入未済額として、

次のページ課名欄三つ目の循環社会推進課分２

億１，３３０万８，８０３円です。

これは、日出町真那井の産廃処分場、竹田市

直入町の廃プラスチック撤去及び杵築市日野の

産廃処分場に係る行政代執行経費の残額並びに

環境保全協力金の未収額です。事業者の支払能

力不足等により収入未済となっているものです。

今後も引き続き事業者の収入状況を注視しな

がら、鋭意代執行経費の返済を求めるとともに、

環境保全協力金についても納付を求めてまいり

ます。

決算附属調書による生活環境部関係について

の説明は以上です。

続いて、平成２９年度一般会計及び特別会計

決算事業別説明書１１３ページをお願いします。

生活環境企画課関係について説明します。歳

出の主なものについては、第６目の交通対策費

の事業説明欄の一つ目、おこさず・あわず・事

故ゼロ運動推進事業費、決算額６４３万３，８

６３円です。

これは、県民総ぐるみ運動として四季の交通

安全運動を実施するとともに、企業や小学校な

どの各種研修会に交通安全教育講師を１５０回

派遣し、１３，９５２人に対して、交通安全思

想の啓発を行ったものです。

１１５ページをお願いします。第６目の衛生

環境研究センター費の二つ目、運営費、決算額

１億７５４万４，６６９円です。

これは、センターの運営及び残留農薬や感染

症などの保健衛生並びに水質やＰＭ２．５など
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の環境保全に関する試験検査に要した経費です。

うつくし作戦推進御沓うつくし作戦推進課長

課関係についてですが、１１７ページをお開き

ください。

第２目公害対策費の下から二つ目、未来の環

境を守る人づくり事業費、決算額１，５３０万

１，０８４円です。

これは、県民の環境意識を高め、主体的に行

動することができる人づくりを行う環境教育に

関する取組に要した経費です。

まず、環境教育アドバイザーは、１６２回の

講師派遣で、８，０９８名の方に受講いただき

ました。

また、子ども向けの事業として、おおいたこ

ども探険団推進事業は、１３のＮＰＯ団体等に

取り組んでいただき、約２千名の子どもたちが

参加したほか、幼児向け環境劇の巡回公演は、

３０か所の幼稚園等で約３，５００名の園児た

ちに鑑賞してもらいました。

１１８ページをお願いします。第３目環境整

備指導費の３Ｒ普及推進事業費、決算額７２９

万４，０７９円です。

これは、リデュース・リユース・リサイクル

の３Ｒの推進を通じて循環型社会の構築に向け

た取組に要した経費です。

飲食店での食べ残しを減らすため、忘新年会

シーズンに、３０・１０運動強化キャンペーン

を実施したほか、マイバッグ持参を促すポスタ

ーの作成・配布等、県民に対する３Ｒの周知・

啓発を図りました。

自然保護推進室関係に橋本自然保護推進室長

ついてですが、１１８ページをお願いします。

四つ目、国立公園施設整備事業費、決算額４，

００２万６，４４３円です。

これは、国立公園や国定公園の登山道や避難

小屋等の施設整備を行い、利用者の利便性・安

全性の向上を図ったものです。

１１９ページをお願いします。第５目温泉費

の一つ目、温泉資源適正利用推進事業費、決算

額１，８３７万円です。

これは、温泉資源に圧力、温度等を自動計測

する計器を設置し、モニタリングと分析の実施

による温泉資源の適切な管理に要した経費です。

県民生活・森﨑県民生活・男女共同参画課長

男女共同参画課関係についてですが、１２１ペ

ージをお願いします。

第２目企画調査費の上から二つ目、ＮＰＯ人

材育成・運営強化事業費、決算額１，６２７万

４，０９４円です。

これは、ＮＰＯの人材育成や活動の支援を図

るため、おおいたボランティア・ＮＰＯセンタ

ーにおいて、ＮＰＯの運営力向上のための講座

の開催や税理士等の運営アドバイザーの派遣な

どの実施に要した経費です。

１２３ページをお願いします。第４目女性青

少年対策費の一つ目、男女共同参画促進事業費、

決算額２２１万３，７２５円です。

これは、大分県男女共同参画推進条例及び第

４次おおいた男女共同参画プランに基づき、男

女共同参画期間中に、アイネス男女共同参画フ

ェスタを開催するなど、各種事業の実施に要し

た経費です。

私学振興・青少年安藤私学振興・青少年課長

課関係についてですが、１２５ページをお願い

します。

第８目文教費の一つ目、私学振興費、決算額

５２億２，７９２万９，３４９円です。

これは、私立学校振興助成法等の規定に基づ

き、私立学校教育の振興を図るため、私立学校

に対し補助金の交付及び指導を行ったものです。

二つ目、私立高等学校授業料減免補助、決算

額３，７５８万１，１８７円です。

これは、経済的理由により修学が困難な生徒

に対する授業料減免に要する経費に対し補助し

たものです。

下から六つ目、私立高等学校等就学支援事業、

決算額１５億１，４２０万１６６円です。

これは、意志ある私立高校生等の教育を受け

る機会を確保するため、私立高校授業料に対し

助成したものです。

食品・生活衛生課関小林食品・生活衛生課長

係についてですが、１２６ページをお願いしま

す。

第３目食品衛生指導費の二つ目、食品衛生監
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視指導推進事業費、決算額３，２００万８，９

７４円です。

これは、食品の安全確保と食中毒の防止を図

るため、食品関係営業許可施設等の監視指導を

行うとともに、営業者や消費者に対する食品衛

生意識の普及啓発や食品の安全な取扱い等の指

導に要した経費です。

次に１２７ページをお願いします。第４目環

境衛生監視費の四つ目、動物愛護拠点施設建設

事業費、決算額２億２，０４２万２，９４２円

です。

これは、平成３１年２月に開所予定のおおい

た動物愛護センター建設のための土地建物の購

入や動物保護棟の新築工事に要した経費です。

環境保全課関係についてで芦刈環境保全課長

すが、１２９ページをお願いします。

第２目公害対策費の一つ目、水質保全対策事

業費、決算額３，０９６万７，８５２円です。

これは、水質汚濁の防止を図るため、県が管

理する河川や沿岸海域などの公共用水域及び地

下水の水質汚濁状況を監視するとともに、水質

汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に

基づく、工場・事業場に対する監視指導などに

要した経費です。

１３１ページをお願いします。第１目薬務生

活衛生総務費の一つ目、小規模給水施設普及支

援事業費、決算額２，３７０万５千円です。

これは、公営水道の整備が困難な小規模集落

などの水問題を解決するため、中長期計画を作

成し積極的に給水施設整備に取り組む市町村に

対し支援を行ったものです。

循環社会推進課関係に梶原循環社会推進課長

ついてですが、１３２ページをお願いします。

第３目環境整備指導費の三つ目、廃棄物不法

投棄防止対策事業費、決算額５，４６８万１，

１４６円です。

これは、不法投棄廃棄物の撤去に要した経費

や不法投棄防止用フェンスの設置など不法投棄

の再発防止対策に要した経費です。

１３３ページをお願いします。下から二つ目、

海岸漂着物地域対策推進事業費、決算額７，８

０９万８，０６４円です。

これは、平時又は台風等自然災害発生時に海

岸へ漂着したごみや流木などの回収及び処分に

要した経費です。

人権・同和髙橋審議監兼人権・同和対策課長

対策課関係についてですが、１３６ページをお

願いします。

第１目社会福祉総務費の一番上、人権啓発環

境整備事業費、決算額２１９万９，８８０円で

す。

これは、大分県人権尊重施策基本方針に基づ

き、効果的かつ体系的な人権教育・啓発を行う

ための基盤整備として、人権啓発講師等の人材

の育成や教材の整備等に要した経費です。

次にその下、人権施策推進事業費、決算額２

０６万３，２８７円です。

これは、様々な人権問題に総合的に対応する

ため、大分県人権尊重社会づくり推進条例に基

づく大分県人権尊重施策基本方針及び実施計画

の推進に要した経費です。

また、大分県人権尊重社会づくり推進審議会

の開催や企業・団体が行う人権研修の普及に向

けた支援、人権相談を行うＮＰＯ等の相談活動

の支援に要した費用です。

防災対策企画課関係に渡辺防災対策企画課長

ついてですが、１３７ページをお願いします。

第１目防災総務費下から三つ目、大分県災害

被災者住宅再建支援事業費、決算額３億８，６

８７万７，５００円です。

これは、自然災害による被災者の早期の生活

再建を図るため、住家の被害程度に応じて、市

町村が住民に対し支援した経費について補助を

行うものであり、主に平成２９年九州北部豪雨

及び台風第１８号の申請分に要した経費です。

１３９ページをお願いします。上から二つ目、

災害対策本部等機能強化事業費、決算額３，０

６７万９，３３３円です。

これは、大規模災害時において、災害対策本

部等が効果的に機能し、応急対策業務を迅速か

つ効果的に実施できるよう機能強化を図るもの

であり、災害対策本部等の移転に係る実施設計

や資機材等の整備に要した経費です。

危機管理室関係についてで河野危機管理室長
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すが、１３７ページをお願いします。

下から二つ目、防災情報伝達体制整備事業費、

決算額３億１，０４２万２，６００円です。

これは、大規模災害発生時に迅速かつ的確な

災害応急活動ができるよう、老朽化した機器の

更新や新たに導入された防災ヘリのヘリテレ映

像を受信するための地上設備の更新に要した経

費です。

１３８ページをお願いします。一番下、国民

保護対策事業費、決算額７５０万９，４５５円

です。

これは、武力攻撃やテロ攻撃等が発生した場

合に備え、県民の避難や救援等の国民保護措置

を迅速に実施することを目的として、国との共

同の実動訓練を開催するために要した経費です。

消防保安室関係についてで大城消防保安室長

すが、１３８ページをお願いします。

下から三つ目、県央飛行場機能強化事業費、

決算額７４１万８千円です。

これは、緊急消防援助隊のヘリベースとなる

県央飛行場の機能を再検証し、救助活動等を展

開する航空小隊の能力を最大限に発揮すること

ができるよう、県央飛行場の整備の検討に要し

た経費です。

その下、防災ヘリコプター運航管理事業費、

決算額１億５，４０７万５，０４２円です。

これは、防災航空隊の安全管理対策や防災ヘ

リコプターの運航、防災航空隊の運営に要した

経費です。

防災ヘリコプターは、救急搬送や山岳救助、

火災防御、災害時の情報収集のほか、各種の防

災訓練を行っています。

以上で説明は終わりました。鴛海副委員長

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し簡潔・明瞭に答弁

願います。

事前通告が３名の委員から出されていますの

で、まず事前通告のあった委員の質疑から始め

ます。

自主防災組織についてですが、主要平岩委員

な施策の成果１１５ページの自主防災活動促進

事業がＣ評価となっていました。これはまだ避

難訓練等の取組が十分ではないということです

が、県では、さきほど部長が言われましたよう

に、自主防災組織が９６％以上、防災士の育成

が９千人以上あり、防災士の育成に力を込めら

れてきたと思います。全県的に見て、防災士の

いる地域に偏りがあるのかなと思ったんですね。

それについてもし分かれば市町村ごとに──通

告していなかったので市町村ごとは難しいかも

しれませんが、全県的に見て防災士の偏りがあ

るのか、また、防災士の資格は持っているが、

市町村に登録をしていない人がいるのか、教え

ていただきたいと思います。

まず一つ目、防災士の渡辺防災対策企画課長

育成実績です。

平成２１年度から防災士の養成を行っており、

平成２９年度末現在での登録者数は、さきほど

委員からも話があったとおり９千人を超えて、

９，３８３人ということで、東京都、愛媛県に

次いで全国第３位という状況になっています。

それからもう１点、市町村への登録ですが、

市町村への登録制度といった制度的なものはあ

りません。ただ、市町村で連絡先等を把握して

いる防災士は、さきほどの９，３８３人のうち

大体約６割で、５，７４１人となっています。

残りの４割の３千人余りについては、個人や団

体、企業等の取組で資格を取得している方で、

市町村等で連絡先等の把握が難しい状況になっ

ています。

それから、全県的な防災士の偏りについてで

すが、県としてはそれぞれ自主防災組織に１名

以上の防災士の確保を目標に取組を実施してい

るところです。県全体では７１．７％の確保割

合となっていますが、市町村ごとで見た場合、

最小が４０％くらい、最大で１００％で、ばら

つきがあります。また、小規模な自主防災組織

の数の多い地域で低くなる傾向となっています。

人口割合で見ると、県全体では０．８２％と

いった配置状況になっており、市町村別で最小

が０．４１％、最高が１．７％で、これは人口

の多い市が小さくなる傾向になっています。
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私が住んでいる所は、戸数が３６０平岩委員

ぐらいですが、防災士が９人もいます。

自分もそうですが、今まで自分は大丈夫だと

思っている人たちが積極的に活動していくこと

により、だんだん周りを巻き込んでいくことが

できると思います。

私は防災士を育てるということは、地方自治

にとっては大事なことであるとつくづく思いま

した。ただ、私には、いつも市からフォローア

ップ研修の連絡が来ますが、会派の中には、同

じ防災士の資格を取っていても何も来ない人も

いるんです。だから、自ら市に登録しに行けば

いいと思ったんですけれども、さきほどまだ６

割ぐらいしか行っていないということなので、

そこはまた努力していただきたいと思います。

これは要望にとどめますが、副委員長、通告

していないんですが、１点だけ要望をお伝えし

てもよろしいでしょうか。

はい、どうぞ。鴛海副委員長

ＤＶのない社会についてですけれど平岩委員

も、さきほど説明の中で、ＤＶの相談件数がア

イネスで５００件近くということですが、婦人

相談所、警察、各市町村を合わせるともっと膨

大な数になると思うんですね。それは氷山の一

角であると捉えて、やはり幼い頃からのデート

ＤＶの研修が何より必要であると思います。さ

きほどの資料によると、デートＤＶの研修を行

った学校が１９校しかなかったということで、

まだまだだなと。県もセミナーに助成をしてデ

ートＤＶの講師を育てていますが、なかなか講

師が育っていかないので、要望があってもなか

なか回らないという実情もあるんですね。中学

校、高校、短大、大学とずっと見てきましたけ

ど、幼ければ幼いほど効果がある、キャパが少

なければ少ないほど伝わると思いました。中学

校の段階で１回、高校の段階で１回、デートＤ

Ｖについての講習を１回でも受けると、それが

心の中に残って、将来に対していい啓発ができ

るのではないかと思っていますので、デートＤ

Ｖの講師を育てることにぜひ力を入れていただ

きたいと思います。

例えば、生活環境部の県民生活・男女共同参

画課に３年いてセミナーに通えば、職員でも講

師になれるというようなことに力を入れていた

だけるとありがたいと思いましたので、要望し

ます。

まず、２９年度一般会計及び特別会守永委員

計決算事業別説明書の１１４ページから１４１

ページの間に、給与費であげられている項目に

ついてお尋ねします。

働き方改革に向けて８月から時間外勤務の実

態把握など、労働時間短縮に向けての指導が行

われていると思うんですが、給与費として掲載

している中に、時間外勤務手当も含まれている

かどうかを教えていただきたい。また、２０１

７年度の時間外勤務に関する実態なんですけれ

ども、さきほど総務部に質問を投げかけた中で、

生活環境部については本庁で一人当たり２１．

９時間、地方機関では７．６時間という報告を

いただきました。これが、通常の年と比べて多

いのか少ないのか、また、その要因について分

析されていれば教えていただきたいと思います。

次に、平成２９年度における主要な施策の成

果の１０５ページ、動物愛護協働推進事業につ

いてお尋ねしたいと思います。

この事業では、猫の不妊・去勢手術補助が行

われて、補助頭数が増えているようですけれど

も、事業内容の欄に、猫問題の解決として、繁

殖を抑制し、引取り頭数及び殺処分頭数を減少

させるため、不妊去勢手術をした後に地域で猫

を適切に管理する地区に対して、手術費を助成

するとあります。今後の課題として、この事業

に取り組む市町村の増加を課題としてあげてい

ますけれども、この事業で目指す地域における

猫の適切な管理とはどのようなことを地域に求

めているのか。現在、そういった適切な管理が

行われている事例は何地区ぐらいあるのか教え

ていただきたいと思いますし、また、良い事例

があれば紹介していただきたいと思います。

平成２９年度一般会計藤本生活環境企画課長

及び特別会計決算事業別説明書の給与費につい

てですが、この中には時間外勤務手当は含まれ

ていません。総務部の説明にもあったと思いま

すけれども、人事課が一括して計上していると
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ころです。

２点目ですが、２０１７年度の時間外勤務の

生活環境部の実績ということで、総務部から、

本庁で２１．９時間、地方機関で７．６時間と

いう数字が示されたかと思いますが、昨年度に

ついては、７月に発生した九州北部豪雨、９月

に発生した台風第１８号などの災害対応で、通

常の年よりは若干多くなっています。その前年

の２０１６年度についても、熊本地震が４月に

あり、災害対応の要因があったということです。

２０１５年度については、人事課が示したもの

と別に部で防災航空隊等も含めた超勤の集計を

しており、それによれば、本庁、地方機関を合

わせた時間数が昨年は１７．９時間であったも

のが、２０１５年度については１５時間で２．

９時間の増加となっていますので、災害対応が

主な要因と分析しています。

まず１点目、地域に小林食品・生活衛生課長

おける猫の適切な管理についてです。

不妊去勢や餌の管理、ふん尿対策など、猫ト

ラブルの防止に努めている地域で、具体的には、

適切に猫を管理するボランティアグループがあ

り、自治会長をはじめ、周辺住民からの協力や

合意を得られているところです。

次に、適切な管理が行われている地区数につ

いてですが、事業を活用して助成を行っている

市町村は別府市のみで、平成２９年度は、野口

地区や亀川地区など１５地区で適切な管理が行

われています。

最後に、良い事例についてですが、猫問題は、

ふん尿等の悪影響を受ける周辺住民と協力、合

意ができるかが鍵となります。

良い事例を二つ紹介します。

一つ目は、ボランティアが専用のトイレを置

いて管理するだけでなく、地区の清掃に参加す

るなどして周辺住民との交流を行って理解を得

られている事例です。

二つ目は、ボランティアが譲渡会を開催する

など、猫を減らす活動を行い、周辺住民から理

解を得ている事例です。

超勤の問題については、災害が多か守永委員

ったということで、部としても中核となって取

り組むという性格もあって、かなり忙しい思い

をされた方も多いだろうと思っています。ぜひ

そういった方々の健康管理に注意していただき、

また、そういう対応を求められることが多い部

であれば、通常的な超勤が発生しないような工

夫や人員配置に気を付けて、災害発生時でも、

極端に健康障がいを発する心配のない体制を整

えていただきたいと思います。これは、ほかの

部でも同じことが言えると思いますが、ぜひ気

を付けていただきたいと思います。

動物愛護の関係で、ボランティアグループの

存在が一つの要件になっているという話でした

が、地域ではそれも非常に厳しい実態があると

思います。今度、動物愛護センターもできます

ので、動物愛護センターでそういう地域が増え

ていくような指導も積極的に展開をしていただ

ければと要望します。

主要な施策の成果１１０ページのＤ土居委員

Ｖのない社会づくり推進事業ですが、大分県の

今現在の不登校児童・生徒の出現率は、平成２

９年度分を見ると減っていないのが現状です。

その要因として一番高いのは、家庭に関わる状

況による事案です。配偶者や子どもに対しての

肉体的、精神的なＤＶも心配されます。こうい

った課題を解決していこうと思えば、学校、幼

稚園、保育園や児相など様々な機関と連絡して、

ＤＶをキャッチできるアンテナを高くする必要

があると思いますし、さきほど平岩委員からも

ありましたとおり、デートＤＶの撲滅に向けて

の啓発事業なども必要です。

そこで、相談支援センターとその他の関係機

関の連携の状況と、どのように連携を強めたら

改善できるのか、また、今後の取組についても

お伺いします。

それでは、森﨑県民生活・男女共同参画課長

相談支援センターと他の関係機関との連携事業、

改善点及び今後の取組についてお答えします。

大分県では、平成２９年３月に第４次大分県

ＤＶ対策基本計画を策定しており、配偶者等か

らの暴力のない社会を目指して取り組んでまい

りました。

１点目の相談支援センターと他の関係機関と
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の連携状況についてですが、まず、配偶者が暴

力、すなわちＤＶを受けた場合です。

配偶者暴力相談支援センターの相談窓口とし

て、県の中には婦人相談所とアイネスがありま

す。そして、警察や市町村と連携し、被害者に

寄り添いながら、相談対応や同行支援あるいは

自立支援を行っているところです。

昨年度のＤＶ相談件数は４６５件あり、ＤＶ

センターへの相談で被害者に子どもがいる場合、

必要に応じて児童相談所につないでいるところ

です。

また、子どもが虐待を受けた場合ですが、学

校では、市町村の児童相談窓口又は児童相談所

に通告等が行われることになっており、警察と

も連携を図りながら、ケースに応じてきめ細か

い対応がなされています。

改善点ですが、アイネスでは関係機関との連

携を進めるために、学校や弁護士会、警察等も

含めたネットワーク会議を開催しているところ

です。また、ＤＶについて生徒に教える立場に

ある、例えば養護教員や教諭等を対象としたセ

ミナーなどを開いており、理解を深めてもらっ

ているところです。

それから今後の方向性ですが、平成２６年度

に実施した大分県の調査によると、３人に一人

はＤＶを受けたことがあると答えており、その

うちの４人に一人しか相談に行っていないとい

う状況です。そういう相談者の割合を高めるよ

うに取り組みたいと思っています。

また、児童虐待を発見しやすい立場にあるス

クールソーシャルワーカーとの連携を図り、女

性に対する暴力根絶の象徴である紫色に町を変

えていくパープルリボンプロジェクトというも

のを通じて、一人で悩まず、まずは相談してく

ださいというメッセージを伝えて、暴力根絶の

ための啓発を行っていきたいと考えています。

ほかに、事前通告されていない鴛海副委員長

委員で質疑はありませんか。

大分県の国民保護計画に関して伺い三浦委員

たいと思います。

資料は、一般会計及び特別会計決算事業別説

明書１３８ページの一番下です。

県の国民保護計画では、武力攻撃等における

県民の保護ということで、その位置付け等が第

１章で示されています。そういった中、７５０

万円ほど事業別決算であがっています。これを

見ると、国との共同による実動訓練を実施した

ということですが、具体的な内容と規模を教え

ていただきたいと思います。

あわせて、今後の見通しを教えていただきた

いと思います。

また、昨年、北朝鮮のミサイル対応を中心と

して、各自治体でもこういった避難訓練を秋口

から実施したと思いますけれども、当然、県も

関わりを持ってやっていると思いますが、その

市町村との共同訓練の事業、事業費はどこを見

れば載っているのか教えていただきたいと思い

ます。

昨年度の事業規模、内容で河野危機管理室長

すが、昨年度はラグビーワールドカップ２０１

９大分大会において、試合開始後、会場の大分

銀行ドームで爆発物が発見されるとともに、有

毒ガス剤散布事案が発生、ホルトホール大分前

の大分いこいの道広場では、爆発事案が発生し

たことを想定した国との実動訓練を実施してい

ます。

主な訓練内容については、県及び市の緊急事

態対策本部等運営訓練、爆発物処理訓練、サリ

ン散布事案対応訓練、トリアージ、除染、応急

救護、傷病者搬送訓練、避難者移送訓練等を行

っており、訓練参加者は２５機関、約５００人

です。

それから、市町村等に対する避難訓練という

ことですが、研修については、４月及び８月に

こうした弾道ミサイル等について市町村の職員

を対象に避難のやり方、屋内退避が有効という

ことで、特に自宅の中にいる方については、窓

から離れるといった説明もしています。また、

学校関係については、大在小学校や別府の南小

・中学校、あるいは佐伯の直川小・中学校等で

そうした避難訓練を実施しているところです。

まず、１点目の国との共同訓練、約三浦委員

５００名ということで、例えば今年、来年を踏

まえて、昨年のこの事業を生かして、今後継続
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的にこういった訓練が実施されるのかと質問し

たんですけど、答弁がなかったので教えていた

だきたいと思います。

国との国民保護共同訓練に河野危機管理室長

ついては来年が本番ですので、今年度が最終年

でありました。これは、飽くまでラグビーワー

ルドカップ２０１９を目指したということで、

特に今年度は９月６日に図上訓練、それから９

月２６日に実動訓練をやっています。来年また

国との共同訓練をやるかどうかですが、ラグビ

ーワールドカップ２０１９に向けたものについ

ては、組織委員会から来年６月から８月ぐらい

の予定と聞いている総合防災訓練などに絡んで

できればと思っています。

主要な施策の成果の１２２ページの吉岡委員

女性の活躍推進事業についてお伺いします。

総合評価がＢになっていますが、事業の成果

で、成果指標、女性活躍推進宣言の企業数では

１３２％とすばらしい取組をされています。こ

こはＡですが、その前段の部門がＢになってい

るので、総合的にはＢと思っています。お尋ね

したいのは、女性活躍推進宣言は、具体的に─

─これは登録することによって県のホームペー

ジとかリーフレットで広報されるとありますが、

その宣言した企業も、例えば自分の企業をＰＲ

するときに使うことで、女性が就業しやすいよ

うにすることを狙っているのかどうか、事業の

内容についてお尋ねします。

それから２点目は、今後の課題の中に、働い

ていない女性の就労等社会参画の促進とありま

すが、働いていない女性のために、一つは託児

サービス──託児サービスはされていると思っ

ています。

今回、２９年度は８０．６％で、託児サービ

スの利用者数が減っているとありますが、例え

ばここに参加した人が就職しようとしたときに、

保育園が空いていないため、就職したくてもで

きないケースもあると思っています。

就職するときの保育園との連携、就職しやす

いかどうか、アドバイスもされているのかどう

か。これからしっかり働きたいという子育て中

の女性も多いと思うんですが、最終的に、保育

園など、自分の働く環境の整備が求められると

思いますので、随分待機児童は減ったとは言い

ますけれども、県内はどういう状況なのか教え

ていただきたいと思います。

企業の女性森﨑県民生活・男女共同参画課長

活躍推進宣言ですが、企業における女性の登用

や人材の育成について、まずトップに考えてい

ただくため、トップセミナー等を実施していま

す。

具体的には、例えば女性の管理職を何年度ま

でに何人に、何％にするか、あるいは育児休業

を何人に取らせるか、女性のための更衣室を作

るなど、女性の働きやすい環境を作ってもらう

というものです。

また、そういう宣言をした企業が宣言内容を

公表することで、企業のさらなる取組の推進に

つながればと思っています。

優れた企業は表彰をしているので、できるだ

け宣言をしていただき、トップの考え方を変え

てもらうことで、女性の登用や人材育成に取り

組んでいただくように考えています。

それから、働いていない女性については、ア

イネスの中に無料の託児所がありますが、それ

以外にも県内で１５か所ほど、契約を県で行っ

ている託児所を設けており、そこでは無料で預

かってもらえ、求職活動ができるという形にな

っています。昨年度も、大分市、別府市、中津

市ではそういう所を利用された方がいらっしゃ

います。

そういったことにより、できるだけ女性が求

職活動でき、再就職しやすくなるようにしたい

と思っています。

まず、この託児サービスの利用につ吉岡委員

いては、今から就職したいという人が取りあえ

ず説明を聞きに行くのにそこで預けるというこ

とですよね。

それで、ここに参加された方たちが実際に就

職したときに行き着く壁が、さきほど申し上げ

た保育園の待機児童と思っていますが、そのこ

とについて具体的なアドバイスもされるのか教

えていただきたいと思います。

待機児童数森﨑県民生活・男女共同参画課長
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は、減ってきていますが、例えば、こういう所

に保育園があるといったアドバイスまではして

おりません。

ただ、待機児童の解消は、就職には必要とい

うことで、今後、そのための環境整備はできる

だけ行っていきたいと思っています。

いずれにしても、こういう取組で、吉岡委員

女性がまた仕事に就きたいという気持ちになる

と思いますので、さらなる推進をして、総合評

価がＡになるように頑張っていただきたいと思

います。

大分県民の平均所得、一人当たり県麻生委員

民所得は、全国平均に比べて１０％低い。この

１０ポイントの格差の是正をいかに知恵を出し、

工夫して、大分県は豊の国と言われるように、

地域資源や豊富な食材があるので、いかに大分

県の良さを生かして実現していくか、それを実

践しているのが生活環境部ではないかと思って

います。まずは、皆さん方の知恵や工夫により、

県民の日常の暮らしをいかに豊かにしていくか

に御尽力いただいていることに敬意を表したい

と思います。

そういう中にあり、昨年度の審査報告書に対

する措置状況報告の１４ページに、フードバン

クおおいたの取組についての説明がありました。

事業者との協議の場を設けながら新たな取組

をしているということですが、フードバンクお

おいたに届く食材については、もっと豊かにあ

るはずなのに食材が偏っているといったことを

耳にしています。もう少しこの辺りについて詳

しい説明をお願いします。

また、主要な施策の成果の中の１０８ページ

のおおいた食育推進事業について、今年度で終

了ということで、新たな方向性を打ち出して取

り組むということで、暮らしを豊かにするとい

う意味において、もう少し詳しく方向性をお示

しください。

まず、フードバン御沓うつくし作戦推進課長

クおおいたは、県社協で事務局を持って行って

いますが、年間１０トンぐらい集まり、そのう

ち９トンぐらいの食品はいろんな所に供給でき

ていると伺っています。これからさらに増やし

ていく取組を始めるところです。

ここに書いている消費者、事業者、行政など

の意見交換できる場を作るというのは、この段

階では検討ということで、今年度の取組として、

現在、個別に事情を聞いているところです。

一つは、食育の全国大会が今年６月にありま

したけれども、ここで食品ロスのシンポジウム

を開くことができました。行政の代表、消費者

団体の代表、事業者の代表から意見を伺いまし

たけれども、事業者からは、「自分たちは無駄

をなくそうと取り組んでいても、やはり県民の

理解がないと難しい。あそこに行ったら料理が

少ないとか、いろんなことを言われる可能性が

あるので、一事業所として取り組むには限界が

ある。これは行政がしっかりリーダーシップを

執って、県民運動として進めてほしい」という

意見を聞いています。

これから食品ロス削減に向けて、県がしっか

りリーダーシップを執って進める方向で、フー

ドバンクのことも推進していきたいと思ってい

ます。

今年度から新しい事小林食品・生活衛生課長

業として、おおいたの食育ステップアップ事業

を始めています。今年度の一番の目玉は、食育

推進全国大会です。おかげさまで６月２３日、

２４日に大分駅周辺で開催したんですが、目標

の２万人を上回る３万３，５００人の参加があ

り、その前後にも新聞やテレビなどの報道もあ

ったので、県民の方々に食育の環境がかなり普

及できたと考えています。この大会を機に新し

いネットワークもできていますので、そういっ

たネットワークを活用しながら、さらに食育を

推進していきたいと思います。

具体的には、今回、大会で歯科医師会に協力

していただき、その歯科医師会の方が新たに食

育の人材バンクに登録していただくなどの展開

もできています。

今後ますます県民への食育の普及啓発に取り

組んでいきたいと思っています。

今、食品ロスの問題もありましたが、麻生委員

フードバンクおおいた等やその先の児童養護施

設や子ども食堂などから、お盆が過ぎるとそう
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めんなど偏った食材ばかりがたくさん来るとよ

く聞くんですが、食材の豊富な大分県なのでい

ろいろあるのではないかと思う。それには情報

発信が大事なので、ぜひお願いしたいと思いま

す。

私は先日感動したんですが、食育推進全国大

会の後、ある高等学校の文化祭で食品ロスに対

してのレシピを発表していたんですね。そこで

は食品衛生科の子どもたちが大会に参加して、

食品ロスのシンポジウムで聞いたことを、皆さ

んで作って実践していました。公金を投入する

ことにより、こういったことが成果となればと

痛感しましたが、そういった輪がさらに広がる

ことを強く求めておきたいと思います。

さきほど申し上げたように、大分県の県民一

人当たりの所得は全国平均より１０％低くて、

格差があるかもしれない。けれども、それ以上

の工夫と知恵、生活環境部が行う施策によって

県民が心の豊かさを享受できる工夫、そのため

のＫＰＩ、目標数値指標などをしっかり設定し

て、取り組んでいただければ幸いです。

ジオパーク等で大変な問題が起こったわけで

すが、今正しく、県立美術館でカルチャーツー

リズムを含めて、大分県下のジオパークをモチ

ーフにした絵画や海や空、未知の世界への挑戦

ということを掲げてやっており、この機会を逃

さずに、ＰＲすべきはＰＲし、取り組むべきは

取り組んでいただくことを要望します。

主要な施策の成果１００ページ、循桑原委員

環社会構築加速化事業ですけれども、事業の課

題として、廃プラスチック類の再資源化率が低

迷しているということですが、そもそも、プラ

スチックのリサイクルは、なかなか収益性が低

くて、事業化がしづらいという現状があります。

一方で、プラスチックごみによる海洋汚染が

深刻で、ストローを紙製に変えたぐらいで解決

するような問題ではない。そういったことから、

プラスチック類の廃棄物を発電の燃料としてサ

ーマルリサイクルを考える必要があると思いま

すが、この事業は、サーマルリサイクルは対象

外なのか、対象外であれば、その推進を別の事

業で行っているのかを教えてください。

本事業については、ど梶原循環社会推進課長

ちらかと言うと、産業廃棄物の収集運搬や中間

処理、そうした事業に従事されている方の環境

保全意識の高揚などを目的にしていますので、

直接的にはサーマルリサイクルの率を上げてい

くというところまでは目的としておりません。

結果としてこうした取組によって、これまで分

別が困難であったプラスチックの分別が進み、

それが燃料として使えるようになるとサーマル

リサイクルの燃料として活用されるということ

です。

例えば、主にコンビニエンスストアで出され

る賞味期限切れ間近のお弁当は、中身は食べら

れるもの、外はお弁当がらですね。大分市内の

業者が、商工労働部の事業の補助金の活用によ

り分別の機器を導入し、従来そのまま焼却して

いたものを中身と外の弁当箱を分別できるよう

になりました。それにより、中の食品は堆肥な

どにリサイクルできて、外のプラスチックはサ

ーマルリサイクルの燃料として使えるという取

組を事業者は補助を受けて自主的に行っており、

そういう意識を高めてもらうというのが生活環

境部の事業の目的です。

答弁にほかの事業でというところが桑原委員

なかったので。

課と言うか、部としてサーマルリサイクルを

進める部署がほかにないということなのかと思

うんですけれども、今年、全世界の廃プラスチ

ックの６０％を輸入していた中国が、輸入禁止

に踏み切ったということで、これからそれがど

うなるのか。

環境省では、プラスチックのリサイクルのた

めに補助金を３倍にするという意向のようです

けれども、いくらリサイクルを強制しようとし

ても、元々の収益性がないので、そのあぶれた

分が海に不法投棄される事態がこれから起こっ

てくるのではと懸念しています。これから、サ

ーマルリサイクルで処分していく、最後はエネ

ルギーとして使っていくということも、しっか

りと検討をしていただきたいと要望します。

ほかに質疑等ございませんか。鴛海副委員長

〔「なし」と言う者あり〕
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それでは、本日の質疑等を踏ま鴛海副委員長

え、全体を通して、委員の方からほかに何か質

疑はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これで鴛海副委員長

質疑を終了します。

それでは、これをもって生活環境部関係の審

査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔生活環境部退室〕

これより、決算審査報告につい鴛海副委員長

て、内部協議に入ります。

さきほどの生活環境部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に、指摘事項や来年度予算へ反

映させるべき意見・要望事項等がありましたら

お願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

特にないようですので、審査報鴛海副委員長

告書案の取りまとめについては、本日の審査に

おける質疑を踏まえ、委員長に御一任いただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、そのようにいたしま鴛海副委員長

す。

以上で、生活環境部関係の審査報告書の検討

を終わります。

暫時休憩します。午後２時４０分に再開しま

す。

午後 ２時３２分休憩

午後 ２時４０分再開

休憩前に引き続き、委員会を開鴛海副委員長

きます。

これより、警察本部関係の審査を行います。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、警察本部長及び関係者の説明を求

めます。

それでは、平成２８年度決算石川警察本部長

特別委員会審査報告書に対する措置状況報告並

びに平成２９年度における主要な施策の成果に

ついて、御説明します。

始めに、昨年度の決算特別委員会で御意見を

いただいた事項のうち、警察本部関係について

措置状況を報告します。

平成２８年度決算特別委員会審査報告書に対

する措置状況報告書の２２ページをお開きくだ

さい。

（３）個別事項について、⑪警察職員の綱紀粛

正、不祥事案の再発防止に向けた取組について

です。

大分県警察では、警察職員の綱紀粛正、不祥

事案の発生防止に向け、これまで、あらゆる機

会を利用しての職務倫理教養や、職員一人一人

との対話を通じた身上把握及び指導等に取り組

んでいます。

また、不祥事案が発生した際は、厳正に調査

を行い、事案ごとに原因・背景を分析した上で

業務の見直しに取り組んでいるほか、各種会議

等を通じて、全職員を対象として綱紀粛正を図

っているところです。

個々の職員がその職責の重要性を認識して、

職務にまい進し、職務で成果を上げていくこと

が県民の信頼を確保し、県民と共に歩む力強い

大分県警察につながるものと考えています。

今後も職員一人一人に職責の重要性を浸透さ

せるため、これまでの取組を継続的に推進し、

発生防止に向けた意識付けや倫理観の涵養を図

るとともに、業務の仕組みを見直し、職員が働

きやすい職場環境の構築に努めるなど、さらに

その内容の充実を図ってまいります。

続いて、平成２９年度における主要な施策の

成果について御説明します。

警察本部では、大分県長期総合計画「安心・

活力・発展プラン２０１５」の施策のうち、犯

罪に強い地域社会の確立及び人に優しい安全で

安心な交通社会の実現を達成するため、四つの

事業に取り組んでいます。

平成２９年度における主要な施策の成果の２

７２ページをお開きください。
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一つ目は、地域防犯力強化育成事業です。

この事業の主な取組は、２事業内容に記載の

二つです。非行防止等の専門知識を有する嘱託

職員であるスクールサポーターを配置し、学校

への支援・助言活動を行うほか、大分県警察電

子メール情報配信システム、通称「まもめー

る」による防犯情報の提供を行うもので、平成

２９年度の決算額は２，１２１万８千円です。

事業の成果は、活動指標であるスクールサポ

ーターによる学校内外での少年非行防止活動や

定期的な学校訪問における情報交換、助言活動

等により、刑法犯少年の検挙・補導数は大幅に

減少しました。また、「まもめーる」でのタイ

ムリーな情報発信により、子どもに対する声か

け事案や特殊詐欺事案等の注意喚起を図ること

で、地域の防犯力の向上に努めた結果、活動指

標及び成果指標である刑法犯認知件数も達成で

きたことから、この事業の総合評価はＡ評価と

なっています。

今後の方向性は、継続・見直しとしています。

次の２７３ページをお開きください。二つ目

は、特殊詐欺被害防止総合対策事業です。

この事業の主な取組は、２事業内容に記載の

三つです。特殊詐欺の被害に遭う可能性の高い

高齢者宅を中心に、コールセンターを活用して

電話オペレーターがきめ細かに注意喚起を行う

事業のほか、テレビＣＭやＷＥＢ動画、コンビ

ニへ注意喚起用の説明ボードを配布するなどの

効果的な広報啓発事業、犯行グループからの通

話内容を録音できる自動警告通話録音機の無償

貸与等を行う機材整備事業で、平成２９年度の

決算額は２，１９５万４千円です。

事業の成果は、コールセンター注意喚起完了

件数など三つの活動指標はいずれも達成し、高

齢者の被害は８９件で、前年より１１件、被害

額も１，６３５万円減少しました。しかし、近

年は有料サイト利用料名目の架空請求詐欺が増

加したことにより、事業の成果指標である特殊

詐欺被害件数については１５０件以下の目標に

対し、被害件数は２３７件、達成率は４２．０

％と目標達成に至らなかったためＣ評価となっ

ています。

この事業は終了となりますが、今年に入り、

被害件数が大幅に減少するなど、これまでの取

組の成果が現れ始めていることから、引き続き

コンビニにおける水際対策の強化等に取り組ん

でまいります。

次に、２７４ページを御覧ください。

三つ目は、高齢者交通事故防止総合対策事業

です。

この事業の主な取組は、２事業内容に記載の

四つです。免許更新を控えた８０歳以上の高齢

運転者に対し、郵送により、運転免許証の自主

返納についての情報提供等を行う、大分県警ま

ごころ宅配便事業、高齢歩行者の事故多発地域

において、交通ボランティアが交通安全指導や

街頭啓発活動を行う高齢歩行者セーフティサポ

ート事業、講習用機材を活用した参加・体験型

の交通安全教育、そして、地域包括支援センタ

ーの職員等との連携による交通安全指導等で、

平成２９年度の決算額は５０７万８千円です。

活動指標については、８０歳以上の免許更新

予定者への発送件数のみ達成率が９２．８％と

なっていますが、これは、年度当初、更新予定

であった方が、更新時期より前に免許証を返納

したり、亡くなられたりしたためであり、更新

対象である高齢運転者の方には全員、資料を郵

送しています。

事業の成果は、指標である高齢者死傷者数が

昨年は９５３人で、前年より２０１人減少とな

り、目標を達成することができましたことから、

総合評価もＡ評価となっています。

今後の方向性は、継続・見直しとしています。

次に２７５ページを御覧ください。

最後、四つ目の交通安全施設整備事業です。

この事業の主な取組は、２事業内容に記載の

事故危険箇所対策や災害対策などの四つです。

交通規制に必要な標識や標示、信号機、交通管

制施設等を整備するもので、平成２９年度の決

算額は７億８，０１２万９千円です。

事業の成果は、四つの活動指標はいずれも達

成し、老朽化施設の積極的な更新を行いつつ、

事故危険箇所対策や災害時の信号機電源対策、

歩行空間のバリアフリー化等を推進した結果、
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成果指標である交通事故死傷者数についても、

抑止目標を達成することができましたことから

Ａ評価となっています。

今後の方向性は、継続・見直しとしています。

以上で警察本部における主要な施策の成果に

ついての報告を終わります。

平成２９年度一般会計決算のう田原会計課長

ち、収入未済額及び事業別の決算状況について、

御説明します。

最初に、収入未済額について、平成２９年度

決算附属調書により御説明します。

２４ページをお開きください。

中ほどに記載しています諸収入のうち、延滞

金の警察本部会計課分３万１，５００円及びそ

の二つ下の過料等８９４万２千円は放置違反金

に係る収入未済額です。

２５ページを御覧ください。

上から九つ目、雑入の警察本部会計課分３８

万９，４４８円については、白バイに追突した

交通事故の当事者が、修理代を平成３０年２月

から３３年８月まで、毎月、分割して支払うこ

とになっていることから、その未払分です。

次に、事業別の決算状況について、平成２９

年度一般会計及び特別会計決算事業別説明書に

より御説明します。

３４３ページの平成２９年度歳出決算総括表

をお開きください。

第９款警察費は、予算現額２６８億９，０６

１万７，４９１円、支出済額２６６億７，７５

９万３，６７６円、不用額２億１，３０２万３，

８１５円です。

３４５ページをお開きください。

決算の内容について、主要な施策の成果で御

説明したものを除き、主なものを歳出予算の目

別に御説明します。

また、金額については決算額のみとし、予算

額については省略します。

第９款警察費のうち、第１項警察管理費の第

１目公安委員会費の決算額は７７３万７，４２

３円です。

内訳は、公安委員３人の報酬が６７７万９，

９９９円、その下、公安委員及び事務局職員の

旅費等公安委員会の運営に要した経費が９５万

７，４２４円です。

次に、第２目警察本部費の決算額は２１７億

９，３３９万７，１２７円です。

内訳は、警察官２，０３９人、一般職員３２

８人、計２，３６７人分の給与費が２０３億４，

９２２万８，４８８円、その下、警察運営費が

１４億４，４１６万８，６３９円です。

また、警察運営費の主な内訳については、そ

のページの一番下に記載している職員に対する

児童手当の支給に要した経費が２億５，２２３

万５千円です。

３４６ページをお開きください。

上から三つ目の警察官等に貸与する被服の調

製に要した経費が１億１，４０２万４，３４８

円、その下の赴任旅費、健康管理経費、暖房用

燃料、光熱水費等の警察運営諸費が１０億６，

７９９万２，１８５円です。

次に、第３目装備費の決算額は３億４，９８

８万２，４２０円です。

主な内訳は、ヘリコプターの特別点検整備等

に要した経費が８，００７万９，７１７円、そ

の下、警察車両、ヘリコプター、船艇及び各種

装備品の維持管理に要した経費が６，６２８万

６，６５０円、その下の警察車両、ヘリコプタ

ー及び船艇の燃料購入費が１億８，９２３万９，

５５３円、三つ飛ばして、予備費の支出で、九

州北部豪雨に伴い派遣を受けた兵庫県警察のヘ

リコプターの修繕に要した経費が４２４万５，

４８０円、その下、同じく予備費の支出で、台

風第１８号被害に係る警察車両の修繕に要した

経費が２３８万７，２９１円です。

３４７ページを御覧ください。第４目警察施

設費の決算額は２７億３，２２０万５，６４０

円です。

主な内訳は、鑑識科学センターの庁舎建設等

に要した経費が１億６，８０４万３，１６５円、

その下、大分東警察署の庁舎建設等に要した経

費が１２億１，２７３万５，１５３円、その下

の交番１か所及び駐在所１か所の建設等に要し

た経費が１億１０４万９１３円、三つ飛ばして、

信号機等の電気料、回線専用料、保守管理委託
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料等交通安全施設の維持管理等に要した経費が

３億６，１３８万６，６５５円、一番下、予備

費の支出で、台風第１８号被害に係る警察施設

の修繕に要した経費が４１万４，７２０円です。

次に、第５目運転免許費の決算額は５億５，

１０１万１，８３４円です。

主な内訳は、認知症等早期発見支援事業とし

て、保健師等非常勤職員３名の配置に要した経

費が８２９万４，６２６円、その下、運転免許

証更新時の講習に要した経費が７，４８４万８，

１７０円です。

３４８ページをお開きください。上段、一番

下の運転免許試験の実施、施設の維持管理等運

転免許業務に要した諸経費が４億３，４４２万

９，０５４円です。

次に、第６目恩給及退職年金費の決算額は４，

０６２万６，０３２円で、昭和３７年１１月以

前に退職した警察職員及びその遺族に支給した

警察恩給費です。

なお、９月１日現在の支給対象者は３５人で

す。

最後に、第２項警察活動費の第１目警察活動

費の決算額は１２億２７３万３，２００円です。

内訳は、まず、一般警察活動費が５億２８４

万４，７１９円で、この主な内訳は３４９ペー

ジを御覧ください。

上から三つ目の交番相談員及び警察安全相談

員の配置に要した経費が６，１８６万４，０６

９円、三つ飛ばして、警察電話等回線専用料及

び加入電話使用料等が１億５，９２５万４，６

６０円、三つ飛ばして、予備費の支出ですが、

警察官の職務に協力援助した方に対する災害給

付に要した経費が９３７万９千円、次に、刑事

警察費が２億４，１８７万６６円で、この主な

内訳は、捜査支援システムの整備及び維持管理

に要した経費が５，９１１万９，５６０円、一

番下の捜査用資器材の整備、捜査資料の作成等、

刑事・生活安全警察活動に要した諸経費が１億

１，８７１万９５０円です。

３５０ページをお開きください。最後に、交

通指導取締費が４億３，６０６万４，５９１円

で、この主な内訳は、上から二つ目の通信指令

システムの維持管理に要した経費が１億３，１

５７万６，７６０円、下から二つ目の取締用資

器材の整備等交通警察活動等に要した諸経費が

１億６，０５１万３，３４０円です。

以上で説明は終わりました。鴛海副委員長

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔・明瞭に答

弁願います。

事前通告が１名の委員から出されていますの

で、まず事前通告のあった委員の質疑から始め

ます。

平成２９年度の一般会計及び特別会守永委員

計決算事業別説明書の３４５ページにある給与

費についてですけれども、この給与費の中に時

間外勤務手当も含まれているのか、まず確認さ

せていただきたいと思います。

それと働き方改革に向けて、８月から時間外

勤務の実態把握と労働時間短縮に向けての指導

が県庁の中では行われていますが、県警でも同

様に取り組まれているんじゃないかと思います。

２０１７年度の時間外勤務に関する手当の支給

額、時間数はどのようになっていますか。

当該年度の実態について通常の年と異なる要

因があれば、その要因について分析できている

のか教えてください。

次に、平成２９年度における主要な施策の成

果２７３ページの特殊詐欺被害防止総合対策事

業についてですが、３か年、自動警告通話録音

機の貸出事業を行ってきたわけですが、この貸

し出した機械に詐欺犯罪者からの電話がかかっ

てきたときに、その記録が警察に寄せられるよ

うな取組はしてきたのかどうか。

この３年間で犯罪被害額は減少したかもしれ

ないですが、その成果はこれらの機械を使用し

た影響によるものかどうか、確認する方法は何

かあるのかどうか教えてください。

平成２９年度の時間外勤務につ板井警務課長

いて、まず、給与費には、時間外勤務手当も含

まれています。

次に、平成２９年度の時間外勤務手当の支給
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額は１７億２，７２３万１，５４８円であり、

時間外勤務時間数については一人当たり月平均

で３５．２時間で、平成２８年度に比べるとマ

イナス７．４時間となっています。

この超過勤務の縮減ですけれども、昨年４月

に働き方改革アクションプランを策定して、昨

年度は九州北部豪雨や台風第１８号など大規模

な災害対応を行う中で、なお一層職員の意識改

革や業務の効率化、合理化に推進した結果であ

ると分析しています。

特別詐欺被害防止総合佐藤生活安全企画課長

対策事業の質問についてお答えします。

自動警告通話録音機については、平成２７年

度から平成２９年度までの３か年で各年５００

台を購入して、最終的には１，５００台を設置

を希望する高齢者宅に無償貸与しているところ

です。

本事業の主たる目的は、詐欺の電話をかけて

きた犯人を牽制し、犯罪の発生を抑止すること

にあります。委員お尋ねの有電電話記録につい

ては、捜査に活用することも目的の一つであり、

設置世帯には、設置するときに有電時の通報を

お願いしているところです。

本機器で録音した犯人の音声データを事件捜

査で活用した事例は今のところございません。

それについては、犯人のほとんどが録音される

ことを嫌います。それで、録音メッセージの段

階で電話を切っているためと考えられます。

次の被害額減少の成果については、被害額と

被害件数とが必ずしも比例しないことは結果を

見てお分かりかと思います。したがって、業務

的な成果は、被害の発生件数によって行うこと

が適正ではなかろうかと考えています。

本機器を設置した世帯においては、これまで

特殊詐欺の被害は１件もございません。本来の

目的を達成しているものと考えています。

なお、設置者のアンケートの結果、ほとんど

の方から迷惑電話がかからなくなった、若しく

は減ったと回答いただいているところです。

現在、家電量販店で販売されている電話機の

ほとんどに同様の機能が標準的に装備されてい

るところであり、警察としては、県民の大切な

財産を守るため、さきほど申し上げた本機器の

効果を広く県民の皆さんに知っていただき、迷

惑電話対策機能付きの電話等の購入を促進して

いるところです。

超勤の関係については、実績の数字守永委員

をお聞きして、非常に多いなというイメージを

抱きました。健康状態についても留意されてい

ると思いますけれども、それでも一月に３５．

２時間ということです。これが平均ですから、

多い方にはかなり過重な負担がかかっているの

ではないかと思います。ある程度勤務の状況に

よって任務を――配置される状況に応じて時間

数が限られてくるということがあれば、うまく、

あまねく広げていくということもできるのかな

とも思いますが、実際問題、月に８０時間を超

えるような人が何％いるか、もし分かれば教え

ていただきたいと思います。

それと、特殊詐欺の関係については、さきほ

ど、対象者が変化してきているという状況も報

告がありました。この電話を使った手法といっ

たものも変化があるんだろうとは思うんですが、

固定電話については、こういう方法によって被

害を抑制できるということの広報はぜひ積極的

に行っていただきたいと思います。

ちなみに、電話がかかってきて、録音されて

いるということを知った段階で相手が切ったと

いうことで、その電話番号等を警察で把握をし

て特殊詐欺被害に活用するということはできな

いものかどうか、その辺をもし分かれば教えて

ください。

犯人からかかってくる佐藤生活安全企画課長

電話番号については、把握することが可能な場

合があります。相手が１８４を付けていると番

号表示されませんが、それを付けていなければ

特定の番号を押して受話器を確認すると相手の

番号が分かるようになっています。

全国的にそういう犯罪に使われた電話を把握

しています。それを警察庁から大分県で使われ

たものとか、そういうものを通知してもらい、

その部分については、こういう電話番号で拒絶

するとか、そういう仕組みもあります。

全部あるわけではありませんけれども、そう
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いう手続によって排除しているところです。

それから、もう一つ、使われた名簿がありま

す、被害者のですね。それを全部通知していた

だき、その対象となる家庭に、こういうことで

電話番号が知られていますので注意してくださ

いという注意喚起の連絡もしているところです。

さきほど委員から指摘がありま板井警務課長

した８０時間以上の時間外勤務についてです。

平成２９年度で申し上げますと、数としては、

４月から３月までの８０時間以上の時間外勤務

の者は１，４８１名となっています。ただ、こ

の８０時間以上の者について、当然委員、御了

知のとおり、警察の場合はそのときそのときの

事案、それから治安概況で変わるものです。産

業医の面接等ケアには十分努めているところで

す。

８０時間超えが１，４８１名。これ守永委員

は多分延べ人数だろうと思いますが、大変な仕

事なんだろうなと思います。ぜひ健康管理に留

意していただいて過労死等が発生しないように、

また、県民の安全のために、多くの職員の方が

意識を持っているということには敬意を表した

いと思います。

特殊詐欺については、様々な情報があるとい

うことですので、ぜひ積極的に活用して、少し

でも犯罪の発生を抑えていただきたいと思いま

す。名簿があって、その被害に遭った方、電話

のかかった方に警告を鳴らしているということ

ですけれども、そういう手法が逆に振り込め詐

欺に使われないように留意しながら、安全・安

心も県民に提供していただければと思います。

ほかに、事前通告をされていな鴛海副委員長

い委員で質疑はありませんか。

通告していませんので、具体的な数麻生委員

値はお答えいただかなくても結構です。

年度末とか、毎日リアルタイムで失踪者ある

いは不明者、大分県下でどれくらいいらっしゃ

るのか。さらに２９年度末時点で失踪されてい

た、あるいは不明という届出があった方がこれ

くらい分かったという部分について聞きたいと

思います。

まず、県民の方、それと最近の外国人の違い、

外国人の方でも技能研修等で大分県にお見えに

なっていて失踪したということもあるやに聞い

ています。担い手不足で中小零細企業は大変厳

しい中で、わらにもすがる思いでいろんな手続

を踏んで迎え入れて、これから大分で技能研修

というときに失踪したという話も伺っています。

外国からお見えになった御本人も何とか技能を

手に入れて、また国に帰って頑張ろうというこ

とだったんでしょうけれども、説明不足とかい

ろんなことが理由で失踪したというようなケー

スもあるでしょうし、当初から失踪を目的にし

た仲介業者に問題があったというようなことも

あるだろうと思います。

入管と警察との情報連携であるとか、そうい

ったことが必要になろうかと思いますが、そう

いった部分についての事実確認といったものは

どういう形になっているのか。あるいは最近の

動向についてまず伺います。

確かに毎年外国人の失踪者が増原田警備部長

加しています。県内には２９年度末で約２，６

００人の技能実習生が働いています。労基署等

との数値は少し違うんですけれども、私どもが

把握しているのが約２，６００人です。

このうち、平成２９年は５５人の技能実習生

が失踪しています。非常に多いという印象を受

けられると思いますが、これらについては、ま

ず外国人を招聘している会社や団体といろんな

情報交換をして、事前に日本の法律だとか、働

く仕組み若しくは道路交通法等を指導していま

す。その中でもやはり諸情勢があると思うんで

すけれども、どうも私どもが調査をしていくと、

やはり一つは賃金、今委員がおっしゃった雇用

体制の問題、若しくは非常に少ない場合ですが、

やっぱりホームシックで同国人のところに集ま

るということが後で手紙だとか通信を残してい

ったものから判明している状況です。

入管等とは、いろんな情報交換を常日頃から

行っています。そこで問題のあるような会社に

ついては、担当者と話をしたり、いろんな失踪

防止対策を行っているところです。

今後とも会社等と連携を図りながら、健全に

働けるように、若しくは失踪の防止ということ
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で取り組んでまいりたいと考えています。

行方不明者についてお佐藤生活安全企画課長

答えします。

平成２９年、行方不明の届出を受けた件数は

６９９件です。例年７００人前後です。２９年

中、発見した者ですが、全体的なものはちょっ

と手元にありませんけれども、そのうち８９件

が認知症の者ですね。７件が死亡発見、８０名

が生存発見という記録が出ています。具体的な

ものについては、また別の機会に御連絡したい

と思います。

今伺って、その数にちょっとびっく麻生委員

りしました。それだけ担い手不足は深刻だとい

うこと。そして外国からお見えになった方々も

不安で。やっぱり安心を与える、同時に犯罪に

巻き込まれないようにしていくことが重要だろ

うと思います。

地域防犯力強化育成事業については、今後、

継続しながら見直しをしていく、県警のＯＢの

皆さんの力も借りるというお話ですが、例えば、

技能実習をやっている場所等に、困ったことは

ないかという声かけをするだけでも違うと思う

んですね。失踪防止を県警が担うというのは、

それはまたちょっと役割的には重過ぎると言う

か、認知症も含めてそれはそれぞれの所管部局

がやればいいことだろうと思いますが、そうい

った安心感を与えながら、もし何か発生したら、

直ちに探して、ちゃんといるべきところにいる

ようにするとかいう、その導きが大事なんだろ

うと思います。

そういう意味においても、この県警ＯＢを活

用しての地域防犯力強化育成事業に、そういっ

た所も各交番が定期的に訪問する場所に盛り込

むとか、より具体的な対策を取って、犯罪が少

しでも起こらないような方向に、事前予防とい

う形で取組をしていただければ幸いです。見直

しの中にそういった外国人技能実習生とか、や

っぱり外国からお見えになって御苦労していら

っしゃる方々に、少しでも大分というのはいい

所だねと、いろんなサポートがあって安心だよ

というようなこと。そのためにはコミュニケー

ション力も必要でしょうから、退職してからい

ろんな語学を勉強しようという、県警の皆さん

に語学力堪能な職員が増えるような、現職の間

から何かそういったこともサークルを作ってや

るとか、面白いことをやっていただきながら取

り組んでいただければ幸いではないかな。予算

も幾分そういった部分にも目を向けていただけ

れば幸いだと思います。

ほかに質疑はありませんか。鴛海副委員長

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、本日の質疑等を踏ま鴛海副委員長

え、全体を通して、委員の方からほかに何か質

疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これで鴛海副委員長

質疑を終了します。

それでは、これをもって警察本部関係の審査

を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔警察本部退室〕

これより、決算審査報告につい鴛海副委員長

て、内部協議に入ります。

さきほどの警察本部の審査における質疑等を

踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思

いますが、特に、指摘事項や、来年度予算へ反

映させるべき意見・要望事項等がありましたら、

お願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

特にないようですので、審査報鴛海副委員長

告書案の取りまとめについては、本日の審査に

おける質疑を踏まえ、委員長に御一任いただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、そのようにいたしま鴛海副委員長

す。

以上で、警察本部関係の審査報告書の検討を

終わります。

ここで、執行部が入室しますので、しばらく

お待ちください。
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〔人事委員会事務局入室〕

これより、人事委員会事務局関鴛海副委員長

係の審査を行います。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、人事委員会事務局長の説明を求め

ます。

人事委員会関係につ下郡人事委員会事務局長

いては、平成２８年度決算審査報告書の指摘事

項はございません。また、平成２９年度主要施

策も該当はありませんので、平成２９年度一般

会計及び特別会計決算事業別説明書により、人

事委員会の事業について御説明します。

２９５ページを御覧ください。

第２款総務費、第８項人事委員会費の第１目

委員会費は、予算額７５８万８千円に対し、決

算額は７４５万６，３２５円です。

その主なものは、委員３名分の報酬６７８万

円と人事委員会の開催、各種会議への出席等、

委員会の運営に要した経費です。

次に、第２目事務局費は、予算額１億３，８

９１万９千円に対し、決算額は１億３，７９１

万３千円です。

その内訳は、まず、事務局職員１５人分の給

与費が１億１，９０２万８，００７円です。

次の事務局管理事業費３２１万３，８９３円

は、各種会議等への出席、図書・文具の購入な

ど、事務局の運営・管理に要した経費です。

次の任用関係事業費１，４３３万１，９６３

円は、県職員及び警察官の採用試験の実施及び

募集等に要した経費です。

次の給与関係事業費１１９万４８２円は、民

間給与実態調査、職員の給与に係る報告及び勧

告等に要した経費です。

最後の審査関係事業費１４万８，６５５円は、

県職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益

処分に関する審査請求等の公平審査事務や宿日

直の許可等の労働安全衛生関係事務及び町村等

からの公平事務の受託等に要した経費です。

次に、不用額について御説明します。決算附

属調書の１６ページをお開きください。

一番左の科目欄の上から８行目、人事委員会

費の事務局費１００万６千円は、給与費等が見

込みを下回ったことによるものです。

以上で説明は終わりました。鴛海副委員長

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔・明瞭に答

弁願います。

事前通告が１名の委員から出されていますの

で、まず事前通告のあった委員の質疑から始め

ます。

１点質問しますが、平成２９年度一守永委員

般会計及び特別会計決算事業別説明書の２９４

ページの給与費について、給与費の中に時間外

勤務手当が含まれているのかどうか確認をさせ

てください。

また、２０１７年度の時間外勤務に関する手

当の支給額、時間数はどのようになっているの

か。当該年度の実態について、通常の年と異な

る要因について分析できているのか、分かれば

教えてください。

働き方改革に向けて８月から時間外勤務の実

態把握と労働時間短縮に向けた指導について、

人事委員会事務局でも行われているのかどうか、

その様子もまた教えていただければと思います。

給与費のうち４２１下郡人事委員会事務局長

万３，９４５円が時間外勤務手当で、２９年度

は対象職員１２名で約１，８７０時間の時間外

勤務となっています。月平均約１３時間になり

ます。

例年との比較ですが、この前の年、２８年度

は、熊本地震での災害派遣等で２３０時間ほど

多かったんですが、それを除くと、ほぼ同じ時

間になっています。

働き方改革については、当事務局においても

勤務時間管理システムが適用され、これによっ

て勤務時間の把握を行っています。私どもは、

事業についてはルーティンの枠が多いので、ス

ケジュール管理を徹底して、めり張りをつけた

事業を推進するように努めています。
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職員の働き方については、職場柄と守永委員

言うか、勤務の内容が一番興味のあることです

し、ある意味率先して事務局でも心がけている

と思うんですが、限られた人数の中での業務運

営ということでしょうから、職員の健康管理も

含めて、ぜひ注意して取り組んでいただきたい

と思います。具体的に超勤時間をなくすことに

向けて、今後取組とか、そういったものがあれ

ば教えてください。

期間的に採用試験が下郡人事委員会事務局長

梅雨明けから夏の時期に集中しており、ここで

全く超勤をなくすということは非常に難しいと

は思うんですが、そこはスケジュール管理等、

他の職員の協力を得ながら平準化していくよう

に努めてまいりたいと思っています。

ほかに事前通告されていない委鴛海副委員長

員で質疑はありませんか。

職員の任用で、大分県は１８市町村末宗委員

あるんだけど、昔はよく県の試験を採用して、

市町村も職員採用をしていたわけだけど、今は

どういう状況にあるか、まず教えていただきた

いと思います。

以前は主に町村の試下郡人事委員会事務局長

験について、人事委員会が受託してやっていま

したが、現在は各市町村が個別に、全く別で行

っています。（「ゼロ」と言う者あり）はい、

県において市町村の職員採用試験は行っていま

せん。

ほかに質疑はありませんか。鴛海副委員長

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、本日の質疑等を踏ま鴛海副委員長

え、全体を通して、委員の方からほかに何か質

疑はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、これ鴛海副委員長

で質疑を終了します。

これをもって人事委員会事務局関係の審査を

終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔人事委員会事務局退室〕

これより、内部協議に入ります。鴛海副委員長

さきほどの人事委員会事務局の審査における

質疑等を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめ

たいと思いますが、特に、指摘事項や来年度予

算へ反映させるべき意見・要望事項等がありま

したらお願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

特にないようですので、審査報鴛海副委員長

告書案の取りまとめについては、本日の審査に

おける質疑を踏まえ、委員長に御一任いただき

たいと思いますがよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、そのようにいたしま鴛海副委員長

す。

以上で人事委員会事務局関係の審査報告書の

検討を終わります。

以上で本日の審査日程は終わりましたが、こ

の際ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、次回の委員会は、明鴛海副委員長

日４日の午前１０時から開きます。

以上をもって、本日の委員会を終わります。

お疲れさまでした。


